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◦第 2 章　個人を尊重する日本国憲法 ３.平和１.憲法 ２.人権

　ハンセン病はかつて「らい病」とよばれ，その患
かん

者
じゃ

は強制的に療
りょう

養
よう

所
じょ

へ隔
かく

離
り

されるなど，長い間差別や偏
へん

見
けん

に苦しんできました。こうした国
の政策の違法性をハンセン病回復者が訴えた2001年の裁判で，「らい
予防法」（1953年制定，1996年廃

はい

止
し

）による隔離政策がまちがっていた
として，国の違

い

法
ほう

を認める判決が下されました。国は，ハンセン病患者・
回復者らに謝罪し，ハンセン病問題基本法（2008年）が制定されました。
ハンセン病は人への伝

でん

染
せん

性がほとんどなく，薬によって完全に治ります。
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インターネットを利用して
差別的な情報が
掲載されること
けいさい

けっこん

自分では変更できない事
こと

柄
がら

を理
由とする差別には，どのような

ものがあるだろうか。

社会の中にある差別をなくすた
めに，何ができるか考えよう。

表現

確認

国立ハンセン病資料館では，ハンセン病の歴史や差別を広く知って
もらうためのさまざまな活動の一つとして，隣

りん

接
せつ

する多
た

磨
ま

全
ぜん

生
しょう

園
えん

の
入所者や回復者らが，館内外でその体験を講演する取り組みを行っ
てきました。（回復者が高

こう

齢
れい

となり，現在その機会は減っています。）

1   ハンセン病の回復者による中学校での講演 
（2016年 佐

さ
賀
が

県佐賀市） アイヌ民族の文化や歴史を発信する拠
きょ

点
てん

として，2020年にオープンする国立の施
し

設
せつ

です。アイヌ民族の世界観や，自然観を学ぶことができる空間です。 

5   民族共生象徴空間「ウポポイ」の完成予定図（北
ほっ

海
かい

道
どう

白
しら

老
おい

町）

2017年の総数は，過去最高を記録しました。
6   日本に住む外国人の数の推移

川崎市には，在日韓国・朝鮮の人々が多く暮らして
います。住民どうしがお互いの文化や人権を尊重し
合いながら，さまざまな活動や交流を行っています。

1 不当な差別や人権侵害を防ぎ，人権尊重
の考え方を深めるため，2000年に人権教育
啓
け い

発
は つ

推進法が制定されました。（ｐ.247→）

部落差別と闘うため，1922年に全国水平社が設立
されました。「人の世に熱あれ，人

じん

間
かん

に光あれ」と
高らかに宣言しています。

3  水
すい

平
へい

社
しゃ

宣言記
き

念
ねん

碑
ひ

（奈
な

良
ら

県御
ご

所
せ

市）

4   部落差別に関する問題について 
人々が知っていること

2  国立ハンセン病資料館（東京都東
ひがし

村
むら

山
やま

市）

複数回答・上位５位　（2017年 内閣府世論調査）

※2010年までの中国は，台湾も含めた数値。
※2012年から調査方法が変更したため，その後の数値とは接続しない。

（法務省）

2 政府の責任として，アイヌ語やアイヌ文
化の継承者の育成，調査・研究，国民への啓
発などの文化振

し ん

興
こ う

策を行うことを定めました。

萱野さんはアイヌ民族で初の国会議員となり，アイ
ヌ語で行った質問が議事録に記録されています。

7   国会で質問する萱
かや

野
の

茂
しげる

さん（1995年）

8   韓
かん

国
こく

・朝
ちょう

鮮
せん

の伝統芸能を披
ひ

露
ろう

する人々 
（神

か
奈
な

川
がわ

県川
かわ

崎
さき

市）

人々の間に存在する，偏
へん

見
けん

や思い込みに基づく差

別は，なかなかなくなりません。出身地や民族な

ど，自分では変更することができない事
こと

柄
がら

を理由とする差別もあり，

重大な人権（平等権）の侵
しん

害
がい

となります。また，法や政策の存在が，

社会的な差別をさらに強めてしまった例もあります。

部落差別とは，被
ひ

差別部落の出身者に対する差別

で，重大な人権問題です。江
え

戸
ど

時代にあった，え

た身分・ひにん身分は，明
めい

治
じ

時代に廃
はい

止
し

されました。しかし，差別

をなくす積極的な取り組みは行われず，その後も結婚や就職などの

際に差別が続きました。政府は，1965年に，部落差別の早急な解

決は国の責務であり，国民の課題であるとした同和対策審
しん

議
ぎ

会
かい

の答
とう

申
しん

を受けとめ，差別を解消するための法律を制定し，差別を受けて

いる人々の生活の改善を図る事業を行ってきました。2002年以降

は，各地方自治体を中心に，人権教育や啓
けい

発
はつ

活動など，問題解決に

向けたさまざまな取り組みが引き続き行われています。しかし，現

在でも差別や偏
へん

見
けん

は残っており，インターネット上で差別を助長する

書き込みがなされるというできごとが引き起こされたことなどから，

2016年に「部落差別の解消の推進に関する法律」が制定されました。

1 2

3

4

1

社会の中にある
差別

部落差別

関連 小学校  基本的人権の尊重（６年）／ 地理  日本の地域構成（北海道）／ 歴史  近世〜現代 SDGs 10 不平等／ 16 平和

アイヌ民族は，北
ほっ

海
かい

道
どう

や樺
から

太
ふと

（サハリン），千
ち

島
しま

列
れっ

島
とう

を主な居住地として，長い間，独自の文化と歴

史を築き上げてきました。明治政府は，北海道開
かい

拓
たく

の際に北海道旧

土
ど

人
じん

保護法を制定しましたが，結果的には，アイヌ民族は土地を奪
うば

われ，同化政策によって独自の文化を否定されることになり，それ

以前からあった差別はいっそう強まりました。1997年に制定され

たアイヌ文化振興法は，アイヌを民族として初めて法的に位置づけ，

アイヌの人々の民族としての誇
ほこ

りが尊重される社会の実現を目的に

定められました。また，2008年には「アイヌ民族を先住民族とす

ることを求める決議」が国会で採
さい

択
たく

されました。現在，アイヌ民族

の人々は，自分たちの文化の継承に向けたさまざまな努力を続けて

います。

我が国には，かつて日本政府が朝
ちょう

鮮
せん

を支配してい

た際に，朝鮮半島から日本に移住したり，連れて

来られたりした人々や，その子孫である在日韓
かん

国
こく

・朝鮮人が，多く

暮らしています。また，1980年代以降は，主にアジアや南米から，

多くの労働者や留学生が日本にやってきて，そのまま定住する例も

増えています。日本に住んでいる外国人（在留外国人）の数は，増加

しています。日本に住む外国人は，地域の住民としてともに暮らし

ながら，雇
こ

用
よう

や住宅への入居に関して差別を受けることも少なくあ

りません。近年では，差別をあおるヘイトスピーチなども起きてい

ます。「ともに生きる」ということの意味を，改めて考えることが

大切です。

5 7

2
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6

アイヌ民族への
差別

外国人に対する
差別

p.249

p.256

p.55

まちがった考え方が，
人権侵

しん

害
がい

を広げて
いたんだね。

p.249

p.248

差別をしない，させない  ▶平等権①2
差別のない社会をつくるためには，どうしたらよいでしょうか。学習課題
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こ じん そんちょう

②①

③

⑤

④

⑥

よく覚えて
いましたね。

確かに，その三つは，
憲法の基本的な考え方を示す，
とても重要なものです。

でも，日本国憲法の土台には，
その三つの基本原理に通じる，
大切な考え方（価値観）が
　あるんです。

あたりまえにあるものほど，
その大切さに気がつきにくい
ものです。

基本原理に通じる
大切なことって，
なんだろう。

日本国憲法は，
小学６年生の時
にも習ったよね。

「国民主権」，「基本的人権の尊重」，「平和主義」。
この三つが，日本国憲法でとても重要な
基本原理だと習いました。

世の中にある
ルール（法）の中で，
最も大切なんだよね。

「個人を尊重する」… つまり，
「一人一人を大切にする」
ということですか？
わざわざ憲法で定めなくても，
それが大事なことくらい，
 みんなわかる気が
　 するけれど。

「個人の尊重」の大切さを
理解するには，逆に
「個人が尊重されない社会」を
想像してみるのも，
よいかもしれませんね。

第２章では，
日本国憲法について
学習します。

答えは，日本国憲法 13 条に
定められている「個人の尊重」
という考え方です。
どんな意味だと思いますが？

こ じん そんちょう

chyukoup038_190306.ai

　歴史の授業で学習したように，「憲法」の起源は17
～18世紀の欧米で起こった「市民革命」にみられま
す。これは，市民が王の専制政治に反対し，市民中心
の政治を行うために立ち上がり，王の政治権力を奪

うば

っ
たできごとです。その際，王の行動を制限し，市民の
権利を守るためのいくつかのきまりが定められました。
これらのきまりは，「国民一人一人を，かけがえのな

い存在としてみる（個人の尊重）」という価値観の下
もと

に
つくられました。この価値観は日本国憲法にも受け継
がれ，今日に至ります。このような歴史をふまえなが
ら，日本国憲法を学び，考えることで「個人の尊重」
の大切さや「法の支配」のあるべき姿といった現代の
社会を読み解く視点（＝現代社会の見方・考え方）を身
につけることができるのです。

　第2章は三つの節で構成されています。「1節： 
日本国憲法の成り立ちと国民主権」では，『日本国
憲法はどのようにして生まれ，私たちの生活にどの
ような役割を果たしているのだろうか』をテーマに
学習を進めます。「2節：憲法が保障する基本的人
権」では，『私たちは，どのように基本的人権を守って
生きていけばよいのだろうか』をテーマに学習を進
めます。「3節：私たちと平和主義」では，『私たち
は，日本の平和主義の意義をどのようにとらえれば
よいのだろうか』をテーマに学習を進めます。

　以上の三つの節の学習を通して，第2章全体では，
『なぜ，“個人を尊重する”ことが大切にされるよう
になったのだろうか』について考えを深めていきま
す。その際，特に「個人の尊重」と「法の支配」を，
学習を深めていく大事な視点として意識していきま
しょう。それでは，憲法の学習の始まりです。

日本国憲法と個人の尊重

「第2章　個人を尊重する日本国憲法」学習の見通し

第2章の学習の「見方・考え方」見 考

対立と合意  効率と公正
個人の尊重  法の支配  民主主義

左のページの漫
ま ん

画
が

を読んで，以下の問いについて考えよう。

先生が言っている「個人が尊重されない社会
（一人一人が大切にされない社会，一人一人
の利益よりも全体の利益の方が重視される
社会）」では，どのような問題が起こるか，そ
れはなぜ起こるのか，具体例をあげながら考
えよう。

1

❶であげた内容について，グループで意見を
交
こう
換
かん
し合い，グループの代表意見（起こると

考えられる問題と，その理由）を決めよう。

2

❷の内容をクラスで発表し合い，各グループ
の代表意見の中で最も心に残った意見を一
つ選び，その意見についての感想を書いてみ
よう。また，その問題を防ぐためには，どのよ
うなルールやしくみが必要か，考えてみよう。

3

問題の例：

代表する意見：

その理由：

その理由：

第２章の日本国憲法の学習に入る前に，先生と話をしました。

日本国憲法の最も大切な考え方とはなんだろう第2章の学習のはじめに
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�❶�日本国憲法に定められた自由や権利（①〜⑳）の中から，自分にとって特に重要だと思うものを六つ選び，重要だ
と思う順に1位から3位までを表の中に書き入れ，【ピラミッドランキング】を完成させよう。見 考

��➓右の挿
さし
絵
え
を見ながら，以下の問いについて考えてみよう。見 考

①中央の「戦争放
ほう
棄
き
」と書かれたつぼに入れられているものは，なんだろうか。

②つぼの下の方から新たに出てきているものや，左右に立っているものはなんだろうか。
③①と②から考えると，この挿絵が伝えようとしていることは，どのようなことだろうか。
④�日本国憲法で定められている平和主義について，次の文章の（　　）の中に語句を入れて
整理しよう。

●憲法第９条では，戦争の（　㋐　）と，戦力の（　㋑　）・（　㋒　）権の否
ひ

認
にん

を定めている。

�❶�憲法を頂点とする公正な法に基づいて，すべての決定が行われる政治のしくみ「（　　　）の支配」という。（　　）
に当てはまる語句を，漢字1字で答えよう。

❷�日本国憲法の3原則は，「国民主権」，「（　　　　　　　）の尊重」，「平和主義」である。�
（　　）に当てはまる語句を，漢字5字で答えよう。

❸�日本国憲法第1条において，「天皇は，日本国の（　　　　）であり，日本国民統合の（　　　　）であつて，〜（以
下略）」と定められている。（　　）に当てはまる同じ語句を，漢字2字で答えよう。

❺日本国憲法が定める義務のうち，政府に税金を納める義務を何というか，答えよう。 （　　　　　　）

❹�日本国憲法は「（　　　　　　　　）」を掲げ，誰もが等しく扱われる権利である平等権を保障している。（　　）
に当てはまる語句を，6字で答えよう。

❻�「立憲主義の憲法」について，次の《　》の言葉を使って説明しよう。
　《政治権力・濫

らん
用
よう

・人権の尊重・権力分立》

❼「公共の福
ふく
祉
し
」について，次の《　》の言葉を使って説明しよう。

　 《社会全体・人権・調整・最小限》

❽「子どもの権利条約」について，次の《　》の言葉を使って説明しよう。
　《ストリートチルドレン・虐

ぎゃく
待
たい

・国連・差別》

個人の尊重（ピラミッドの土台）

 3  3  3

 2  2

 1

次の問いに答えよう。

❷��❶のような順位になった理由は何か，自分の言葉で説明しよう。

❸グループをつくって話し合い，グループとしてのピラミッドランキングを完成させよう。
　�その際，なぜその自由や権利が大切なのか，お互いに意見を出し合い，十分に納

なっ
得
とく
しながら完成させよう。その

後，クラスで発表し合おう。

❹�各グループの発表を聞いた感想を書こう。その際，自分たちが選ばなかった自由や権利を選んでいるグループの
発表に注目して書いてみよう。

❺「法の支配」がなぜ大事なのか，自分たちで作成したピラミッドランキングを例に，説明しよう。見 考

①奴
ど
隷
れい
的拘

こう
束
そく
・苦役からの自由　　②思想・良心の自由　　③信教の自由　　

④集会・結社の自由　　⑤表現の自由　　⑥検
けん
閲
えつ
の禁止　　⑦通信の秘密　　

⑧居住・移転の自由　　⑨職業選
せん
択
たく
の自由　　⑩学問の自由　

⑪法の下
もと
の平等（民族，性別，生まれた場所，社会的身分などによって差別されない）

⑫生存権（健康で文化的な最低限度の生活を営む権利）　⑬教育を受ける権利
⑭勤労の権利　　⑮児童の酷

こく
使
し
の禁止　　

⑯労働三権（団結権，団体交渉権，団体行動権）
⑰財産権　　⑱公正な裁判を受ける権利　　⑲選挙権
⑳請求権（�国の機関の過失により被

ひ
害
がい
を受けた場合，意見や苦情を訴えたり，�

損
そん
害
がい
賠
ばい
償
しょう
を求めたりできる権利）

日本国憲法に
定められた
自由や権利

『あたらしい憲法のはなし』の
　 「戦争放棄」の挿絵

個人の尊重個人の尊重
（　⑤　）…法の下の平等，幸福追求権

もと

（　①　）

精神活動
／生命・身体／

経済活動

（　②　）

最低限度の生活を営む権利
／教育を受ける権利／

労働者の権利

基本的な人権を守るための権利

・（　③　）…選挙権，被選挙権，
   国民投票権，住民投票権など

・（　④　）…国家賠償請求権，
   裁判を受ける権利，
   刑事補償請求権など

ひ

ばいしょう

しょうけい じ ほ

ａ.社会権　ｂ.請
せいきゅう

求権　ｃ.自由権　
ｄ.参政権　ｅ.平等権

❾�日本国憲法で保障されている「基本
的人権」について，下の　　　のa
〜eの語句を，右の図の（　　）①〜
⑤に入れて整理してみよう。見 考

【ピラミッドランキング】

資料を活用しながら，次の問いに答えよう。第2章の学習を振り返って整理しよう学習のまとめと表現
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次章の学習へ ここまでの学習を振り返り，改めて憲法が制定されるまでの歴史的な流れを思い出してみ
ましょう。憲法がつくられる背景には，次のような二つのねらいがありました。

第3章「私たちの暮らしと民主政治」では，日本国憲法の条文をもとに，日本の政治のしくみを「国会（立法

権）」→「内閣（行政権）」→「裁判所（司法権）」→「地方自治」に分けて，順に学習していきます。そのうえで，

次の2点を理解することが目標となります。

近い将来，選挙での投票をはじめとする政治参加をしていくことを視野に入れなが
ら，さらに学習を進めていきましょう。

�❶�現代の社会において，“個人を尊重する”ための「きまり」にはどのようなものがあるだろうか，第2章で学習し

たことを振り返ってまとめよう。その際，なぜその「きまり」が個人を尊重することにつながるのか，理由とと

もに説明しよう。
❷�なぜ，現代の社会において“個人を尊重する”ことが大切にされるのか，第2章で学習したことを参考に，自分

の言葉でまとめよう。
❸�身近な家族や友達，地域の人たちとの関わりの中で，“個人を尊重する”ために自分にできることはなんだろう

か。具体例をあげながら，自分の考えをまとめよう。

○憲法が国家権力の濫用を抑
おさ

えるブレーキの役目を果たしていること
○そのことによって国民の権利が守られていること

●憲法のねらい1：基本的人権について定め，国民の権利を保障する。　→　第2章（本章）で学習

●憲法のねらい2：政治のしくみを定め，国家権力の濫
らん

用
よう

を防ぐ。　　　→　第3章（次章）で学習

第2章の学習と関連する主なSDGsの項目
9 産業と技術革新の基盤をつくろう10人や国の不平等をなくそう

11住み続けられるまちづくりを
16平和と公正をすべての人に
17パートナーシップで目標を達成しよう＊「終章」での活動に生かそう。

1 貧困をなくそう
2 飢餓をゼロに
3すべての人に健康と福祉を
4 質の高い教育をみんなに
5ジェンダー平等を実現しよう
8 働きがいも経済成長も

MEMO

第2章全体のテーマについて，次の問いに答えよう。見 考

「なぜ，“個人を尊重する”ことが大切にされるようになったのだろうか。」

第2章「個人を尊重する日本国憲法」全体のテーマ
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重する日本
国憲法

左の詩を
読んでわ

かったこ
とや感じ

たことを
，200字

以内で文章
にまとめて

みよう。

識字運動に
ついて詳し

く調べてみ
よう。

さらにステ
ップアップ

「国や地方
自治体」「企

き
業
ぎょう」「私たち（

地域住民）
」などのさ

まざまな

立場から，
身近にある

差別や偏見
をなくすた

めにできる
取り組みを

考え，整理
してみよう

。

他にも，
性の違い

による差
別や偏見

をなくす
ための啓

けい発
はつ活動や，

全国のハン
セン病療養

施設で行わ
れている交

流事業につ
いて，新聞

やインター
ネットなど

で調べてみ
よう。

さらにステ
ップアップ

恵楓園との
交流を通じ

て創作した
劇の発表（

2018年）

「LGBTに
ついて考え

る会」での
話し合い（

2017年）

小学校で行
った出前授

業（2018年
）

文字を初め
て覚えた，

高
こう知

ち 県のある女
性の詩

部落差別を
受けている

地域で生ま
れ育ったあ

る女性は，
子どものこ

ろから家族
の生

活を支える
ために働か

なければな
らず，学校

に通うこと
ができませ

んでした。
そこで，

60歳を過
ぎてから識

しき字
じ
学級に通い

，文字を覚
えるための

勉強を始め
ました。女

性は，

2014年に
95年の生

しょう涯
がいを終えまし

た。

識
しき字

じ 学級

　部落差
別問題へ

の理解を
深める手

がかりと
して，「識

字学級」が
あります。

「識字」と
は，文字を

読み書きし
，

理解できる
ことを意味

します。識
字学級は，

差別の中で

の貧しさか
ら就学の機

会を奪われ
てきた人た

ちに，文字

を学ぶ権利
を保障する

場所です。
識字運動は

世界各国で

行われてい
ますが，日

本で識字学
級が全国的

に広がった

のは，19
60年代初

めの福
ふく岡

おか県での取り
組みからと

いわ

れています
。差別によ

って奪われ
た文字を取

りもどす学

習を通じて
，文字や知

識だけでな
く，心豊か

な人間とし

ての生き方
や人間の尊

さを学ぶこ
とにもつな

がっていま

す。

LGBTにつ
いて考える

場を広げる

　近年，多
様な性のあ

り方を表す
「LGBT」

という言葉
が注

目され，ど
の性のあり

方もその人
の「自分ら

しさ」であ
り，

一つの生
き方であ

るという
考えが広

まりつつ
あります

（p.257
→）。しか

し現在でも
，LGBTに

対する差別
や偏
へん見

けんは

存在し，苦
しんでいる

人たちがい
ます。

　2017年
，東京都の

ある中学校
で，「LGB

Tについて
考える

会」が発足
しました。

きっかけは
，当事者を

友人にもつ
生徒

たちが，L
GBTにつ

いて真剣に
考えたいと

願ったこと
です。

性に関する
文
ぶん献

けんを読んだり
，当事者や

有識者に話
を聞いたり

して，生徒
たちは考え

を深めてい
きました。

　LGBTの
人たちに対

する差別や
偏見の実態

を知り，生
徒た

ちは驚くと
ともに，L

GBTのよ
うな「自分

らしさ」に
関わる

問題は，す
べての人に

共通する問
題だと考え

るようにな
りま

した。そし
て，誰

だれもが自分ら
しく生きる

ことのでき
る社会の

実現に向け
て，地域の

イベントや
市民講座で

学習成果を
発表

ハンセン病
問題につい

て学び，発
信する

　ハンセン
病患
かん者

じゃを収容・救
護するため

，1909年
に全国５

か所で開設
された公立

療
りょう養

よう所
じょのうちの一

つに，熊
くま本

もと県合
こう志

し
市

の菊
きく池

ち
恵
けい楓

ふう園
えんがあります

。多くの患
者や回復者

の思いとさ
ま

ざまな歴史
が刻まれた

この療養所
は，現在は

入所者の医
療・

福
ふく祉

し
を中心に，

生活の支
し
援
えんや社会との

交流の場と
して運営さ

れています
。近年，ハ

ンセン病へ
の理解は進

んできたも
のの，

社会の偏
へん見

けんや差別が完
全に解消さ

れたとはい
えず，入所

者の

社会復帰を
難しくして

いることも
事実です。

　熊本県
山
やま鹿

が
市のある

中学校で
は，20年

近くにわ
たって恵

楓園との交
流を続けて

います。恵
楓園は同じ

県内にある
身近

な施
し
設
せつですが，初

めは生徒の
多くがハン

セン病につ
いてあま

り知りませ
んでした。

きちんと学
びたいとい

う生徒自身
の声

文字を知る
喜び

身近にある
人権問題に

，学校で取
り組む

をきっかけ
に，学校全

体でハンセ
ン病につい

ての学習活
動に

取り組むよ
うになりま

した。園を
訪問し，入

所者からこ
れま

でに経験し
てきた差別

と偏見の耐
えがたい実

態を直接聞
いた

り，園内の
社会交流会

館（歴史資
料館）など

の施設を見
学した

りするなか
で，生徒は

ハンセン病
問題への理

解を深め，
人権

について多
くのことを

学んでいま
す。

　また，こ
の中学校で

は，2002
年から毎年

の文化祭で
，３

年生がハン
セン病問題

をテーマに
した創作劇

を発表し，
差別

のない社会
の実現を訴

え続けてい
ます。シナ

リオには，
交流

を通じて聞
いた入所者

の体験談も
盛り込まれ

ています。
発表

の場には，
地域の人た

ちや恵楓園
の人たちも

訪れます。

するなど，
社会にはた

らきかけて
いくように

なりました
。

　発表を
聞いた人

からは，「
少子化の

問題につ
いては考

えて

いるのか」
などの批

ひ
判
はん的な意見を

受けたこと
もありまし

た。

この体験か
ら，生徒た

ちは「当事
者の人たち

は，こうい
う社

会の中で生
きているん

だ」と，現
状をより深

く理解し，
社会

へのはたら
きかけをさ

らに進めて
いく原動力

としました
。

　活動の場
は，小学校

の教室にも
広がってい

ます。生徒
たち

は，小学生
向けに「自

分らしく生
きるってど

ういうこと
だろ

う？」とい
うテーマで

出前授業を
行いました

。LGBTの
方を

招き，自分
の性が他の

人と違うと
わかった時

の気持ちや
，当

時してほし
かったサポ

ートなどに
ついてイン

タビュー形
式で

聞くなど，
交流や体験

を通じて小
学生たちに

考えてもら
う場

にしまし
た。授業

を終えた
中学生は

，「LGBT
の問題を

きっ

かけとして
，誰もが自

分らしく生
きるために

何が必要か
を考

えてほしい
」と話しま

した。

ともに生き
る社会を目

ざす人たち

生命の尊さ
や幸せを願

う気持ちに
，人による

差はないは
ずです。し

かし，ごく
あたりまえ

のことが，
見落とされ

ている場合
もあります

。人

間尊重の立
場から，も

う一度人権
について考

えてみまし
ょう。

読んで深く
考えよう
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ほかのテーマでもディベートを行ってみよう。

（例）�「夫婦の別姓を認めるべきか」「尊厳死を認めるべきか」�

「移民を積極的に受け入れるべきか」など

ディベート終了後の整理をふまえて，最終的な自分の考えを

200字以内で文章にまとめてみよう。ディベートを行う前の考え

と変わった点があれば，書き添
そ

えておこう。

さらにステップアップ

中学生が行うディベート（2017年�東京都品しな川がわ区）

「忘れられる権利」について考えるときのポイント

ディベートを行うまでの準備

�ディベートの�配置

情報公開の目的や意義その情報が個人的な内容か，公共の利害に関する内容か

情報が公開されることで，どのような被
ひ

害
がい

を受けるか

情報公開時とその後で，どのように状
じょう

況
きょう

が変わっているか

個人のプライバシー
保護

検
けん

索
さく

エンジンにおける
表現の自由

テーマ（論題）を決める
論題例：『「忘れられる権利」を日本でも認めるべきか』肯定派と否定派の二つのグループをつくる

ここでは，自分の意見とは違う立場になる時もある役割を分担して，主張点を考え，必要な資料を集める

�新聞，図書館，インターネットの活用や，�
論題に関連する人たちへのインタビューを通して集める

自分たちの主張点の根拠を固める審
しん

査
さ

員
いん

にアピールする材料をそろえる
相手の主張点を予想し，反論を考えておく

ディベートを行う

判
　定

肯
定
派
の
立
論（

５
分
）

否
定
派
の
立
論（

５
分
）

作
戦
タ
イ
ム�（
３
分
）

作
戦
タ
イ
ム�（
３
分
）

肯
定
派
の
反
論（

５
分
）

否
定
派
の
反
論（

５
分
）

審
査
員
か
ら
の
質
問

（
５
分
）

肯
定
派
の
最
終
弁
論

（
３
分
）

否
定
派
の
最
終
弁
論

（
３
分
）

デ
ィ
ベ
ー
ト
の
流
れ

　「忘れられる権利」とは，インターネット上に公開された自分の個人情報を削
さく

除
じょ

させる権利のことをいいます。あなたは，「忘れられる権利」を「認める」か「認

めない」か，どちらの立場に立ちますか。下の文章を読んだ後，ディベートを進

めながら考えを深めていきましょう。ヨーロッパの例　ヨーロッパ連合（EU）で，個人情報の保護を目的として20�

18年５月から施
し

行
こう

された，「一般データ保護規則」の第17条

には，「忘れられる権利（right�to�be�forgotten）」が明文化さ

れ，個人に関するデータの削除を本人から要求された場合，

データの管理者は削除を行うことが義務づけられました。20�

14年には，欧州司法裁判所が，スペインに住む男性からの

「すでに解決した過去の社会保険料未払いに関する新聞記事

へのリンク削除」の要求を認め，検
けん

索
さく

エンジンを運営する企
き

業
ぎょう

に削除を命じました。その後，各国で同様の削除依
い

頼
らい

が寄

せられるようになり，関連企業は対応に迫られています。
表に整理する対立のポイントを整理しよう。

　ディベートとは，一つのテーマ（論題）をめぐり，賛成と反

対，肯
こう

定
てい

と否定などの立場に分かれて行う討論のことです。

事前に主張点の根
こん

拠
きょ

を探ったり，それぞれの立場のメリット

とデメリットを考えたりして，準備を進めます。

　下の流れに沿って，ディベートを進めてみましょう。持ち

時間は限られているので，発表用に原
げん

稿
こう

を用意しておくこと

も大切です。ディベートをスムーズに進行するため，司会と

タイムキーパーの係を決めておきます。他の生徒は審査員と

なり，どちらのグループの主張が論理的かつ説得力があった

かを判定しましょう。

忘れられる権利

ディベートの進め方

ディベートを行ってみよう

　ディベートは，終了した後が大切です。お互いの主張内容

を振り返り，どのような点で対立があったのかを見える形で

整理してみましょう。それぞれの主張を総合的に見ていくな

かで，自分の考えが変わるかもしれません。
コンセプトマップに整理する対立する言葉や似ている言葉を線でつないで，整理しよう。

主張の対立を「見える化」しよう

肯定派

審査員

司会者・記録タイムキーパー

否定派

黒　板

肯定派

否定派

誰
だれ

もが過
あやま

ちを犯すときがある。 もともと過ちを犯さなければよい。

:

:
:

:
肯定派（認める）

否定派（認めない）
誰もが  　  を
犯すときがある。

逮捕歴の情報によって就職　　  を受ける？

誰もがプライバシーを侵害されないのが原則だ

　　 を受けて，生活が不安定になると，
　　の可能性が高まる

やり直す機会を奪うことにつながる

もともと　　 を犯さなければよい。

ネットの特性をしっかり教育しておくことが大事犯罪者が，同じような犯罪をしにくくなり，
　　 の効果があるのでは

「知る権利」の侵害こそが重要な問題だ

「忘れられる権利」を認める？ 認めない？

なんでもすぐに調べることができるのがネッ
トの便利な点なのだから，「忘れられる権利」
を認めるのは，今の時代に合わないと思う。

人に見られたくない写真が勝手に流出し
たら，削除できないと困る。こういう場
合は「忘れられる権利」を認めるべきだ。

過ち

防犯

過ち

差別
差別

再犯

「新しい人権」を考える私たちは，環
かん
境
きょう
権やプライバシー権など，日本国憲法に個別の権利として明記されてはいないものの，一般的な人権として保障されるべき

だと考えられている，「新しい人権」について学習しました。インターネットが普
ふ

及
きゅう
した現代の「新しい人権」について，考えていきましょう。

ディベート

言葉で伝え合おう　

公民学習の見通し
『私たちは，どのようにして持続可能な未来の社
会を築くことができるのだろうか。』を全体のテー
マにしています。小学社会や地理・歴史とのつな
がりとともに，「18 歳選挙」を見据えた卒業後も
続く学びを意識しながら学ぶことができます。

公民の学習 18歳へ

社会科のまとめ
・現代社会
・政治
・経済
・国際社会

地理

歴史

小学校の
社会科

地理／歴史／小学校
他教科で学んだこと◀︎ p.38-39

◀︎ p.68

▲ p.78-80 ▶︎
◀︎ p.52

p.48-49▶︎

ともに学ぶ力・深く学ぶ力を育む 
内容構成の工夫

見通し・振り返りの学習活動に取り組みやすい内容構成
内容のまとまりごとの見通し・振り返りの学習場面をいっそう充実させ，主体的・対話的で深い学びを 
実現しやすい構成にしました。一連の学習活動を通じて，より深い理解を促すことができます。

1特色

 

「確認」：本時で学習したこ
とを確認し，整理します。

「表現」：学習したことを活
用し，自分の言葉で表現す
ることから，深い学びを導
きます。

 

見通しを示す「学習課題」
これから１時間の学習で何
について追究していくのか
を明確にします。

「本時ページ」
見開き２ページ=１時間の構成で，見開きごとに「学習課題」（学習の見通し）と，

「確認／表現」（振り返り）を設け，生徒の主体的な学習を促します。

2 視点を変えて学習内容を捉えなおす「特設ページ」
本時の学習内容と関連を図りながら，さらに一歩進める今日的な課題をテーマにした特設ページを，多数設定しま
した。

3

章・節の学習を振り返る 
「学習のまとめと表現ページ」

各章の終わりに設けた，章全体の学習を振り返って整理す
るコーナーです。基礎・基本の定着を図る「STEP １」，思
考ツールなど資料を活用して課題に取り組む「STEP ２」，
章全体の「問い」に対して自分なりに答える「STEP ３」の
３段階でのまとめと，次章への準備が確実に図れます。

4章の学習を見通す導入ページ「学習のはじめに」
漫画やイラストを多用した親しみやすい資料の読み解きや活動を通じて，学習への生徒の興味・関心を喚起し
ます。これから学習する章全体の内容や学習のねらい，学習する際の視点を捉えます。

1

章の　流れ

4   学習のまとめと 
表現ページ

次の    章へ

3  特設ページ2  本時ページ

1  導入ページ

1

特色 1  − 1  のポイント：主体的・対話的で深い学び／見通し・振り返り2 3

good



8988

5

10

15

5

10

15

◦第 3 章　私たちの暮らしと民主政治 ３.地方２.三権１.政治

　2016年の参議院議員選挙から，およそ240万人の18歳と19
歳に，初めて選挙権が与えられました。少子高

こう

齢
れい

化が進む日本の「高
齢者中心の選挙」への対処とともに，これからの時代をつくる若い
世代の有権者を増やし，政治への関わりを進めようという政策です。

公民の窓
　近年，選挙での投票率を上げようと，各地でさまざまな試みが広がって
います。その一つが，期日前投票制度の運用です。仕事や冠

かん
婚
こん

葬
そう

祭
さい

など，
一定の理由で投票日に投票することができない場合，投票日の前日までの
間に投票ができるという制度です。大型のショッピングモールや鉄道の駅
など，人が多く集まる場所に投票所が置かれることが多いですが，有権者
となった学生が授業や講義の合間にも投票できるよう，高校や大学の構内
に投票所を設けるケースも増えています。また，高

こう
齢
れい

化
か

や過
か

疎
そ

化
か

が進む地
域では，投票所まで行くことが難しい有権者のために，ワゴン車による「移
動期日前投票所」を導入する試みも始まっています。

広がる期日前投票制度

大学のキャンパス内の投票所
(2017年 佐

さ
賀
が

県佐賀市)

ワゴン車での移動式の投票所
(2016年 島

しま
根
ね

県浜
はま

田
だ

市)

アメリカ

イギリス

フランス

韓　国

日　本

ブラジル

選挙権*

18歳

18

18

19

18

16

国名 被選挙権*

25歳

18

18

25

25

21

成人年齢

18～21歳

18

18

19
20

18

かん こく

（2022年4月より18）

0
20

40

60

80

100
％

2017年
（第48回）
男　女
18歳以上
制限なし
１億609万人

1946年
（第22回）
男　女
20歳以上
制限なし
3688万人

1928年
（第16回）

男
25歳以上
制限なし
1241万人

1920年
（第14回）

男
25歳以上
３円以上
307万人

1902年
（第7回）
男

25歳以上
10円以上
98万人

1890年
（第1回）
男

25歳以上
15円以上
45万人

選挙年
（回数）
選挙権
性別・年齢
納税額
有権者数

1.1

（＊全人口に対する有権者の比率）

2.2 5.5
19.8

48.7

83.7

さいれいねん

選挙期間中の
街頭演説会
告知

選挙カーに
よる音声，
電話など

SNS，
ホームページ
などで告知可能

禁止

演説会の様子
を配信できる動画配信 禁止

これまで

候補者と
政党に限って
認められる

メールによる
投票呼びかけ

解禁後

2　 衆議院議員選挙における選挙権の拡大

投票年齢が20歳から18歳に
引き下げられたことには，どの

ような意味があるか考えよう。

投票率を上げるにはどうしたら
よいか，他の国の例を参考に考

え，意見を交
こう

換
かん

しよう。見 考

表現

確認

2 世界には，国民に対して投票を法律で義
務づけている国もあります。例えば，オース
トラリアでは，正当な理由もなく投票を棄

き

権
け ん

すると，罰
ば っ

金
き ん

として約2000円を支払わなく
てはなりません。

4　  インターネット選挙の解禁で可能となった 
選挙運動

1 2018年6月21日より，20歳
さ い

以上から
18歳以上に引き下げられました。

5　 衆議院議員選挙の年齢別投票率の推移
（総務省）

（
第
32
回
）

（
第
33
回
）

（
第
34
回
）

（
第
35
回
）

（
第
36
回
）

（
第
37
回
）

（
第
38
回
）

（
第
39
回
）

（
第
41
回
）

（
第
40
回
）

（
第
42
回
）

17（
第
48
回
）

14（
第
47
回
）

12（
第
46
回
）

総平均

70歳以上

20～29歳

50～69歳
さい

30～49歳

18～
19歳
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30
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％

年（
第
45
回
）

09（
第
44
回
）

05（
第
43
回
）

0320009693908683807976721969

（総務省）

み こう解読
1 一票の格差は，最大で何倍の差がある
だろうか。
2 一票の格差があることは，どうして問
題なのだろうか。
3 このような格差を解消していくために
は，どうしたら良いだろうか。見 考

6　 衆議院議員一人当たりの有権者数
（2017年９月１日現在　総務省）

474118人

473597人

473284人

240692人240692人

240629人240629人

239097人239097人

宮城４区

鳥取２区

東京８区

東京13区

東京10区

0 10 20 30 40 50万人

鳥取１区

とっとり

みや ぎ

（2017年9月1日現在　総務省）

3　  各国の選挙権年
ねん

齢
れい

，被
ひ

選挙権年齢，成人年齢
（2019年１月現在）＊下院（韓国は一院制）の年齢。日本は衆議院。

1   初めて投票する10代の人たち 
（2016年 福

ふく
島
しま

県）

実際の
投票率は，
どうなのかな。

公職選挙法が改正され，2016年から「18歳
さい

選

挙権」が実現しました。選挙権年
ねん

齢
れい

を20歳以上

から18歳以上に引き下げることは，日本では1945年以来の選挙

制度の大きな改正となります。アメリカ，イギリス，フランスをは

じめ，世界のほとんどの国では，すでに選挙権が18歳以上に引き

下げられていましたが，今回の改正はその流れに沿うものです。憲

法改正のための国民投票の投票権年齢が18歳以上になったことと

合わせ，若い世代の政治参加への道が広がることになりました。

　少子高齢化が進む中，若い世代の声を政治に反映させることは大

きな課題です。若い世代の人たちが，今後どのように政治的な行動

をとっていくのかは，日本の将来にとって重要な意味をもつことに

なります。

しかし，18歳選挙権が実現したにもかかわらず，

若い世代の投票率はけっして高くありません。

10代が初めて参加した2016年の参議院議員選挙では，20代の投

票率に比べれば高いものの，全体の投票率の54.7％には及びませ

んでした。また，全体的に見ても，投票率は長期的に低下しています。

1

3

p.45

1

2

4

5

選挙権の拡大

関連 小学校  憲法とわたしたちの暮らし（６年）

衆議院議員選挙の投票率でも，同じような結果が示されています。

　投票率が低下するのは，政治への関心がもてないことや，関心は

あっても投票したいと思う候補者や政党が見つからないことなど，

さまざまな理由があります。しかし，投票を棄
き

権
けん

することは，自ら

の大切な権利を放棄するばかりでなく，選挙や議会の決定への信
しん

頼
らい

性を低下させることにもつながる危険性があります。

また，選挙区によって一票の価値が異なることも，

選挙制度の問題点として指摘されています。選挙

が国民の意見を正しく反映するためには，一票の価値が平等である

ことが大切です。ところが現在の日本では，議員一人当たりの有権

者数に，およそ2倍の差がある選挙区が存在します。このような「一

票の格差」は，解消していく必要があります。一方で，人口が減少

する地域の声をどのように国政に反映させるかといった課題も残っ

ています。一人でも多くの国民の声を政治に反映させるために，よ

り良いしくみづくりの模
も

索
さく

が続いています。

2

6

選挙の課題

一票の格差の
問題

p.116

SDGs 11 持続可能な都市／ 16 平和

18歳
さ い

選挙権と私たち  ▶これからの選挙制度3
選挙にはどのような課題があり，どのように解決が目ざされているのでしょうか。学習課題

公民_088_089.indd   すべてのページ 2019/12/20   9:05

◀︎ p.88-89

1 ともに学ぶ力・深く学ぶ力を育む内容構成の工夫

思考・判断・表現する場面を位置づけた， 
学習の流れがわかりやすいページ構成

見開き２ページ＝１時間の授業展開で学習の見通しを立てやすく，本文と資料のバランスを考えた
紙面です。生徒が自ら学べるよう，資料を読み解く手がかりも示しています。

特色

キャラクターの言葉
導入資料の見方のヒント
になります。

導入資料を解説すること
で，先生 の 授業 を 助 け，
生徒の自学自習にも役立
ちます。

資料番号  ， ，  …
本文と資料の関連を番号
で示しています。本文を
読みながら資料を結びつ
けることができ，学習が
深まります。

１時間の学習を見通す「導入」
生徒の興味・関心を高め，学習のきっかけとなる写真・地図などを導入に位置づけました。
キャラクターの言葉や「LOOK！」は，導入資料をサポートします。

1

本時の振り返り
として，❷の学習
課題と対応させた 

「確認」と「表現」
この時間で学習したこ
とを基に，「確認」では
基礎的な事項の確認と
整理，「表現」では社会
的事象や課題などに関
わる説明や話し合いな
どの 表現活動と，段階
的に振り返りながらま
とめることが でき，学
習が深まります。

本時の学習の中で，重
要な語句などに着目し
な がら，基礎的 な 事柄
をしっかりおさえます。

本時の学習を振り返り，
言葉で表現したり，対話
したりすることで 深 い
学びにつなげます。

5

ページ番号の横に示した「章・学習パート（節）の表示」
いま，どの章の中のどの節の学習をしているのか，学習の現在地を示します。

7
学習内容と関連する「SDGsの表示」 　　＊本資料p.10参照。

6読んでわかる，授業しやすい「本文」
読みやすく，わかりやすい文章で，生徒の社会的事象への理解を深めます。生
徒が「わかる」記述は，授業中はもちろん，自ら学ぼうとする場面でも，基礎・
基本の定着にも役立ちます。

3

思考・判断・表現する力を育む「読み解こう」
本文の流れに即し，資料を丁寧に読み解きながら考察す
る学習を重視しました。写真・地図・グラフなどの多様な
資料の読み解きについて，問いを手がかりに取り組むこ
とができ，資料を活用する力が身につきます。 

4
＊ こ こ で は，3
章 の「見 方・考
え 方」を 活 用し
て考える力の養
成 に も，役 立 つ
内容になってい
ます。

2

 

学習内容を自分
事としてとらえる

「学習課題」
タイトルには，学習内容
についてイメージを膨
らませる主題，学習事
項を端的に示した副題
を明示しました。
学習課題では，この1時
間の授業の見通しをわ
かりやすく示し，学習意
欲を高めます。

2

特色 1  − 2  のポイント：知識・技能／思考・判断・表現4 5



1312 ◦第１章　私たちの暮らしと現代社会

日本文化の理解のために，
お寺や神社めぐりが
いいんじゃないかな。

なかなか意見がまとまらないね。
どうやって決めようか…。

私は，…

レジャーランドに
行くのはどう
かな。

ゆっくりお土産を
買いに行きたいな。

みやげ① ②

③ ④

「
ク
ラ
ス
別
行
動
」
の

コ
ー
ス
決
め
の
話
し
合
い
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

あなたの
意見は？

司会

　私たちは現在，どのような社会の中で毎日の暮らし
を営んでいるのでしょうか。現代社会の特徴を身近な
暮らしと関連づけながら読み解いていくことは，この
あとの公民の学習すべてにわたって，とても大切にな

ってきます。地理や歴史で学んできたことを思い出し
ながら，今の社会をどのようにとらえられるのか，自
分なりの視点を探っていきましょう。

　第１章は三つの節で構成されています。「１節： 
私たちが生きる現代社会」では，『私たちは，今，
どのような時代や社会に生きているのだろうか』を
テーマに学習を進めます。「２節：現代につながる
伝統と文化」では，『私たちの暮らしのなかで，伝
統や文化はどのように受け継がれているのだろう
か』をテーマに学習を進めます。「３節：私たちが
つくるこれからの社会」では，『ともによりよい社
会をつくっていくために，私たちはどのように社会
のルールを考えればよいのだろうか』をテーマに学
習を進めます。

以上の三つの節の学習を通して，第１章全体では，
『私たちが生きている現代社会とは，どのような社
会なのだろうか』について考えていきます。現代社
会の現状とこれまで受け継いてきたさまざまな伝統
や文化の関わりについて学び，そして社会をとらえ
る見方について，考えを深めていきます。その際，

「対立と合意」「効率と公正」といった考え方を，大
事な視点として学んでいきます。それでは，現代社
会の学習の始まりです。

現代社会をとらえること

「第１章　私たちの暮らしと現代社会」学習の見通し

第1章の学習の「見方・考え方」見 考

対立と合意  効率と公正

�先生が言っている「現代社会の特徴」とは�
どのようなことだと考えられるか，�
思いつくかぎり書き出そう。

�「現代社会」とはどのような時代だと思うか，�
自分がもっとも重要だと思う事柄（キーワード）を一つ，�
理由とともにあげて，友達と意見を交

こう
換
かん
し合おう。

�上の話し合いの中で，自分ならどのような意見を言うか，
最後の吹き出しの空

くう
欄
らん
の中に言葉を入れて考えよう。

�どのようなことに気をつけて空欄の中の言葉を考えたか，
理由とともに書き出して，友達と意見を交換し合おう。

このお店では，
店員がいないのに
買い物ができるんだね。

代金をスマート
フォンで支払っ
ているようだよ。

こちらでは，インドネ
シアから来た技能実習
生との交流イベントが
開かれているよ。

高
こう

齢
れい

者
しゃ

のための施
し

設
せつ

が，
新しくできたんだね。

建物は，廃
はい

校
こう

になった小学校を
利用しているんだって。

今，みんなで見てきた町
の風景には，現代社会の
特徴がたくさんあったよ。

そうなんですか。

何があったんだろう。

今日は各班の班長が集まって，修学旅行の最終日の「クラス別行動」のコースについて，話し合いが行われました。

生徒たちと先生が，身近な地域をいっしょに散策しました。

現代の社会ってどんな社会だろう第1章の学習のはじめに

1918

5
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15

5

10

15

◦第１章　私たちの暮らしと現代社会 ３.つくる２.文化１.現代

　NPO法人「多世代交流館になニーナ」は，中
ちゅう

越
えつ

地
じ

震
しん

（2004年）の経験
から「心の復興」を目的として，子育てを子育て世代だけがになうので
はなく，地域のさまざまな世代の人たちと，ともに育み合える場にしよ
うと取り組んできました。多世代交流の活動は，中越地震を経験した母
親たちによって，仮設住宅を再利用して行われるようになりました。子
どもから高

こう

齢
れい

者
しゃ

まで，「世代を超えたつながりの場」が生まれています。
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高齢化率
生産年齢人口の割合

50.9％

39.9％推計値

み こう解読

少子高齢化とはどのような社会
か，確かめよう。

子どもたちが安心して育ち，高
齢者が幸せに暮らしていける社

会を築くためにはどのようなことが必要
か，意見を交

こう

換
かん

し合ってみよう。見 考

表現

確認

7   一人暮らしの 
高齢者の数の推移

3   子どもの出生数と合計特
とく

殊
しゅ

出
しゅっ

生
しょう

率の推移

4   高
こう

齢
れい

化
か

率の国際比
ひ

較
かく

1   「になニーナ」での人々の交流 
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15歳
さい

から49歳の女性の，年
ねん

齢
れい

別の出生率を合計
した指標を，合計特殊出生率といいます。

世代を超
こ

えて子育てに関わることには，
どんな意義があるんだろう。

6   総人口における 
生産年齢人口の 
割合と， 
高齢化率の推移

WHO（世界保健機構）や国際連
合の定義では，高齢化率が７％
を超えると高齢化社会，14％を
超えると高齢社会，21％を超え
ると超

ちょう

高齢社会とされています。
2  仮設住宅から始まった「になニーナ」の取り組み（2009年）

5   総人口と年齢別人口の割合（人口ピラミッド）
2017年の日本人の平均寿命は，女性が87. ３歳，男
性が81. １歳で，いずれも過去最高を更

こう

新
しん

しました。

1 図 5 からは，どのようなことが読み取れるだろうか。
2 20年後，40年後はどのような形になると予想されるか，図 6 のグラフ
と合わせて考えよう。
3 20年後，40年後の社会の姿を想像してみよう。

（2018年 内閣府）※各国ともに2017年

（2017年 内閣府）

日本では近年，生まれてくる子どもの数が減り続

けています。一人の女性が生
しょう

涯
がい

に生むことが見込

まれる子どもの数（合計特
とく

殊
しゅ

出
しゅっ

生
しょう

率）が減少し，少子化が進んでいま

す。少子化の背景には，働きながら安心して子育てができる環
かん

境
きょう

が

十分に整っていないことや，人々の結
けっ

婚
こん

する年
ねん

齢
れい

が上
じょう

昇
しょう

したこと，

結婚しない人が増えたこと，また教育費の負担などがあげられます。

　その一方で，平均寿
じゅ

命
みょう

が延び，2017年には総人口に占める65

歳
さい

以上の人の割合（高齢化率）が27％を超
こ

え，超
ちょう

高齢社会を迎えて

います。日本は世界で最も高齢化が進んだ国であるだけでなく，高

齢化のスピードが速いことも大きな特徴です。このように，合計特

殊出生率が低下し，高齢者の割合が増加することを少子高齢化とい

います。2005年以降は，生まれてくる子どもの数よりもなくなる

人の数の方が多いという，超高齢・人口減少社会を迎えています。

少子化が進むと，生産をになう世代である「生産

年齢人口」（15歳以上65歳未満）が減少するので，

国の経済力が低下することが予想されます。また，年金や医療保険

など，社会を支えるための一人当たりの負担が増えるという問題も

3

4

5

6

進む少子化と
超
ちょう

高
こ う

齢
れ い

化
か

少子高齢社会の
直面する課題

関連 小学校  少子化・高齢化（６年）／ 地理  日本の地域構成／ 歴史  現代／ 家庭科  家族と地域 SDGs 11 持続可能な都市

生じます。持続可能な社会の実現のためには，少子化対策や外国人

労働者の受け入れなどの課題を解決することが必要です。

少子高齢化の進行とともに，家族や家庭のあり方

も多様になってきました。親と未婚の子ども，あ

るいは夫婦だけからなる核
かく

家族世帯が，現代の家族の型の特徴にな

っています。一方で，高齢者だけで暮らす世帯や一人暮らしの高齢

者も増えています。高齢となった親の介
かい

護
ご

を子どもだけで行うこと

は難しい場合も多く，介護を必要とする高齢者とその家族に対する

サポートを，地域や行政と連
れん

携
けい

して進めていくことも必要です。地

域社会での世代間のつながりや，人々の交流の機会をもつことが大

切になってきています。

　活力のある社会を保っていくためには，安心して出産・育児がで

きるよう支
し

援
えん

を図
はか

ることが大切です。さまざまな保育サービスの充
じゅう

実
じつ

や，仕事と家事・育児・介護などの家庭生活が両立できる職場環

境の整備は不可欠です。また，働く意欲のある高齢者が働きやすい

環境づくりも重要です。すべての人々が，ともに豊かに暮らせる社

会を目ざしていく意識が，私たちに求められています。
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誰
だ れ
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躍
や く

できる社会へ  ▶進む少子高
こう

齢
れい

化
か

社会3
少子高齢化は，私たちの生活にどのような変化や課題をもたらしているのでしょうか。学習課題

36 ◦第１章　私たちの暮らしと現代社会

次章の学習へ 　第１章では，私たちが生きる現代社会の特徴や，現代社会に対する見方・考え方を学び
ました。過去から変化を続けてきた社会，そして，未来に向かって変化を続けていく社会
の中で，一人一人が幸福に生きていくためには，どのようなことが必要でしょうか。
　情報化や技術革新などによって，社会全体が豊かになることは大切です。一方で，この
社会を構成するのは，一人一人の人間（個人）です。個人の自由や権利は，社会の中でどの
ように守られているのでしょうか。
　第２章では，国の基本法であり，最も高い地位にある「日本国憲法」の学習を通し，個
人の自由や権利を守るしくみを学びます。第１章で学んだことや，小学校で学んだことを
思い出しながら，学習を進めていきましょう。

❷�「第１章の学習のはじめに」で行った課題：「修学旅行のクラス別行動のコース決め」（←p.13）について，改めて
第１章で学んだ学習をふまえて，吹き出しに言葉を入れてみよう。その際，「効率と公正」の観点をふまえて考
えよう。

❶現代社会の特徴について，グローバル化・情報化・少子高
こう
齢
れい
化の三つのキーワードから，それぞれ説明しよう。

❸�私たちが生きている現代社会の「これから」を
考えたとき，どのようなことが重要になってく
ると考えられるか，右の写真を参考にしなが
ら，自分の意見をまとめよう。

��地
じ

震
しん

で崩
くず

れたレンガを�
撤
てっ

去
きょ

するボランティア�
（2018年�北

ほっ
海
かい
道
どう
厚
あつ
真
ま
町）

���模
も

擬
ぎ

選挙で投票する高校生
（2016年�東京都杉

すぎ
並
なみ
区）

��施
し

設
せつ

を利用する高齢者と�
保育園児の交流�
（2018年�鳥

とっ
取
とり
県北

ほく
栄
えい
町）

��ウミガメの産卵に備えて�
植林をする人たち�
（2018年�鹿

か
児
ご
島
しま
県屋

や
久
く
島
しま
町）

第１章の学習と関連する
主なSDGsの項目
8 働きがいも経済成長も
9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10人や国の不平等をなくそう
11住み続けられるまちづくりを
16平和と公正をすべての人に
＊「終章」での活動に生かそう。

第1章全体のテーマについて，次の問いに答えよう。見 考

「私たちが生きている現代社会とは，どのような社会なのだろうか。」

第１章「私たちの暮らしと現代社会」全体のテーマ

193192 ◦第 6章　国際社会に生きる私たち

�さまざまな地球環境問題

カードゲームで持続可能な社会を目ざす体験

　この教科書を通じて，社会にあるさまざまな課題とその解決を
考えていくとき，それらを体験的に学ぶことができるカードゲー
ムが「2030 SDGs」です。
　このゲームは，2015年の国連サミットで採択された，多

た

岐
き

に
わたる地球規模の課題である「SDGs（持続可能な開発目標）」の
17の目標を達成するために，現在から2030年までの道のりを
体験するゲームです。「なぜSDGsが私たちの世界に必要で，そ
れがあることによってどのような変化や可能性があるのか」を体
験的に理解することをねらいにしています。
　ゲームは，自分の行動が世界に対してどのような影

えい

響
きょう

を与える
のかを，現実の世界になぞらえて体感できるようにつくられてい
ます。各プレイヤーは，それぞれが異なるゴールをもちます。お
金や時間を使ってプロジェクト（消費，生産，広報などのさまざ
まな活動）を実行していくと，ゲームの世界の経済・環境・社会
の状

じょう

況
きょう

は変化していきます。自分たちのゴールと世界の状況を見
ながら，全員で2030年の世界をつくっていきます。
　ゲームの終了後は，ゲームでの体験や感じたことと，現実での
自分の行動を振り返ります。実際の生活の中でも必要なことを，
他の人の考えを聞いたり，自分で話したりしながら考えます。
　現実の世界でも，ゴール（大切にしている価値観）が異なる人た
ちと，私たちはともに暮らしています。こうした違いや世界の状
況について，私たち一人一人が考え，行動していく必要があるこ
とを，ゲームを通して実感できるでしょう。

先進国 海洋上の
島国

発展
途上国先進国 海洋上の

島国
発展
途上国先進国 海洋上の

島国
発展
途上国

　1984年に国連が設置した「環境と開発に関する世
界委員会」は，地球が直面するようになったさまざま
な問題を調査し，過去の開発・発展のやり方では，も
はや「持続不可能」だと結論づけました。そのうえで
これからは，「世代間の公平」，「世代内の公平」，「自
然と人間の調和」という三つの視点を意識した，発
展・開発の進め方に転

てん

換
かん

していかなければならないと

指摘しました。そしてこれを，持続可能な発展（→
ｐ.221）と名づけ，全世界にその実現を強く要請した
のです。しかし，国家間や地域間での考え方の違いか
ら，なかなか取り組みが進まない現状があります。持
続可能な社会を実現するためには，そうした対立を解
消して，世界の人々が目標に向かって協調して歩みを
進める必要があります。私たちも，その一人です。

　第６章は二つの節で構成されています。「１節：
国際社会の平和を目ざして」では，『平和な国際社
会を実現するためには，どのような取り組みが必要
なのだろうか』をテーマに学習を進めます。「２節：
国際社会が抱える課題と私たち」では，『私たちは，
国際社会の課題をどのようにとらえ，解決を図って
いけばよいのだろうか』をテーマに学習を進めます。
　以上の二つの節の学習を通して，第６章全体では，
『国際社会の平和の実現と課題の解決に向けて，私
たちにできることはなんだろうか』を学び，考えて
いきます。平和を目ざす国際社会が，どのようなし

くみと機能をもって成り立っているか，それでもな
お解決できない諸課題とその背景とはどのようなも
のかを学び，私たちが国際社会に向けてできること
を考えます。その際，特に「協調」や「持続可能性」
とは，国際社会においてどのような意義があるのか
を，学習を深めていく際の大事な視点として意識し
ていきましょう。それでは，国際社会の学習の始ま
りです。

持続可能な社会の実現へ

「第６章　国際社会に生きる私たち」学習の見通し

第6章の学習の「見方・考え方」見 考

対立と合意�� 効率と公正�
協調�� 持続可能性

�地球環境問題に対しては，国によってさまざまな立場から意見の違いがあるようです。�
上の図を見ながら，以下の問いについて考えよう。

（1）それぞれの問題どうしが，どのように関連し合っているのかを考えよう。
（2）�図中に示された問題は，「持続可能な開発目標（SDGｓ）」の17の目標（←p.Ⅰ）のうち何番の内容に該当するか，�

問題を①～⑰に分類してみよう。
（3）国によって意見の違いができるのはなぜか，歩み寄ることはできるのか，それぞれの国の立場に立って考えよう。

地球環境問題への対策は，
我々だけでなく，すべて
の国が取り組むべきだ。

このままでは，国
が水没してしまう。

我々には，まずは経済的な
発展が必要だ。先進国が率
先して取り組むべきだ。

��カードゲームを体験する生徒たち（2018年）

�カードゲーム「2030�SDGs」

紫
し

外
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線

酸性雨
酸性雨

オゾン層の破
は

壊
か い

溶ける極地の氷

水
す い

没
ぼ つ

する島国

海洋汚染
先進国 発展途

と

上
じょう

国
こ く

大気汚
お

染
せ ん

森林の減少

野生生物種の減少

温室効果ガスの増加

有害廃
は い

棄
き

物の移動

かつてないほどの経済的な豊かさを実現した国際社会ですが，一方で経済格差の拡大や，
環
か ん

境
きょう

破
は

壊
か い

と資源の減少が進み，その結果として将来世代の存続の危機といった問題も生じました。

「持続不可能」から「持続可能」へ第６章の学習のはじめに

169168 ◦第 5 章　安心して豊かに暮らせる社会

　第４章で学んだように，経済は「家計」，「企
き

業
ぎょう

」，「政
府」の三つの主体によって成り立っていて，経済を動
かす人，もの，情報，お金が，私たちの暮らしを支え
ています。家計や企業から生み出されたお金は，政府
を通じて国民生活に必要な公共施

し

設
せつ

やサービスのため
に活用されます。私たちが生まれてからこれまでの
15年の間にも，国や地方自治体からさまざまなお金
が支出されてきました。上の図中の出産・育児費，保

育・教育費，医療費以外にも，公園や図書館，消防な
ど多額のお金が使われています。
　これからも私たちは，長い人生を生きていきます。
さまざまなできごとを経験し，やがては高齢者になっ
ていきます。その人生を支えるものは，何でしょうか。
限りあるものを，どのように活用していくかを考えて
いくことが，私たちにとってとても大切になっていま
す。

　第５章は二つの節で構成されています。「１節： 
暮らしを支える社会保障」では，『なぜ，私たちの
暮らしにとって，社会保障制度は大切なのだろうか』
をテーマに学習を進めます。「２節：これからの日
本経済の課題」では，『私たちは，日本経済の課題
をどのようにとらえ，解決を図っていけばよいのだ
ろうか』をテーマに学習を進めます。
　以上の二つの節の学習を通して，第５章全体では，

『私たちが安心して豊かに暮らしていくために必要
なことは，どのようなことだろうか』について考え
を深めていきます。その際，特に「希少性」（資源の
分配のあり方）を，学習を深めていく大事な視点と
して意識していきましょう。それでは，社会保障制
度とこれからの日本経済の学習の始まりです。

私たちの成長を支えてきたもの　
「第５章　安心して豊かに暮らせる社会」学習の見通し

第5章の学習の「見方・考え方」見 考

対立と合意  効率と公正
分業と交換  希少性

《
出
産
・
育
児
》

0歳
さい 1歳 2歳 4歳 6歳 8歳 10歳 12歳 14歳7歳 9歳 11歳 13歳 15歳3歳 5歳

《
保
育
・
教
育
》

《
医
療
》 １.「学校の健康診断の費用」…学校医，学校歯科医及び学校薬剤師に対する報酬支給規則（2010年）／２.「一人当たり

の保育料（３～５歳）」…地域児童福
ふく

祉
し

事業等調査（厚生労働省）／３.「小学校の教育費」「中学校の教育費」…2018年度
版「私たちの生活と税」（国税庁）／４.「一人当たりの年

ねん

齢
れい

別（国民）医療費」…2016年度国民医療費の概
がい

況
きょう

（厚生労働省）

参考資料
医療費は小学校入学前まで２割負担，小中学校で
は３割負担だけど，ほとんどの地域に医療費助成
制度があって，実質的には無料になっているよ。

保育料　一人当たり年24万円 中学校の教育費
一人当たり年　　　円

児童手当
一人当たり年18万円

児童手当　一人当たり年　　　万円

私たちと同じ300人規模の学
校だと，健康診

しん

断
だん

のために年間
でおよそ65万円を使うそうよ。

300人規模の中学校だと，１年間で３億
円，３年間だと９億円もかかるんだね。

（1）�図中の空
くう
欄
らん
の①～⑤にあてはまると思われる金額を，《　》の中から選んで記号で答えよう。�

《�a.102万2000　�b.24万5500　c.12万　d.89万4000　e.42万�》
（2）15歳では，「育児費」，「教育費」，「医療費」はそれぞれどのくらいかかるか計算し，合計額を出してみよう。

医療費　一人当たり年　　　円 医療費
一人当たり
年８万1000円

医療費　一人当たり年10万5000円

出産一時金
　�　円

誕
た ん

生
じょう

保育園入園 小学校入学 中学校入学 中学校卒業

医療費　一人当たり 年13万6600円

①

⑤

小学校の教育費　一人当たり年　　　円

②

③
④

私たちが生まれてからこれまでの 15 年の暮らしは，どのようなお金によって支えられてきたのでしょうか。さくら
さん，ひろとさん，ゆうまさんは，出産・育児費，保育・教育費，医

い

療
りょう

費について調べ，図に表して発表しました。

私たちの15年を振り返ってみよう第５章の学習のはじめに

129128 ◦第 4 章　私たちの暮らしと経済

　大分市にある萬
まん

弘
こう

寺
じ

では，1400年以上の歴史をもつ名物行
事の「物々交換」が，今も受け継がれています。大分の方言で

「交換しませんか」を意味する「かえんかえ～」のかけ声ととも
に，夜明け前の暗がりの中で行われます。海の幸や山の幸など
を持ち寄った地元の住民や，観光客など大勢の人々が，お互い
に相手の持ち物を手探りで見きわめながら，交換していきます。

「物々交換」をする人 （々大
おお

分
いた

県大分市）

　ハンバーガーショップに行くと，まずお店の人が出
てきて注文を聞き，代金を受け取って，奥でハンバー
ガーを作っている人に注文を伝えるでしょう。奥では，
たいてい一人ではなく，ハンバーガーを作る人，ポテ
トをあげる人，ハンバーガーを包

ほう

装
そう

する人などに分か
れて作っています。このように一つの生産活動を，何
人もの人で分け合って行うことを分業といいます。
　なぜ，分業を行うのでしょうか。すべての作業を一
人で行っていたら，一定の時間に提供できるハンバー
ガーの数は，ずいぶんと減ってしまいます。しかし分
業を行うと，一つの作業から別の作業に移る時間を節
約でき，各自が自分の作業に専念することで技術も上

がり，多くの製品を作ることができるようになります。
これを生産性の向上といいます。
　分業は，一つの生産活動に限られるものではありま
せん。農業と工業と商業が分かれていることも，一種
の分業です。また，工業の中でも，ある人は自動車生
産，ある人はパソコン生産，というように分かれてい
ることも分業です。そして，できた生産物を交

こう

換
かん

し合
うことで，それぞれの必要を満たすことができます。
このように，分業は交換を通じて，一人一人がお互い
を支え合う関係を作り出しています。経済は，自分の
仕事が誰

だれ

かを支え，自分もまた誰かの仕事に支えられ
る関係によって成立している面もあるのです。

　第４章は四つの節で構成されています。「１節： 
消費生活と経済活動」では，『私たちの消費生活は，
経済活動とどのようにつながっているのだろうか』
をテーマに学習を進めます。「２節：企業の生産の
しくみと労働」では，『生産活動をになう企業には
どのような役割と責任があり，働く人たちはどのよ
うに関わっているのだろうか』をテーマに学習を進
めます。「３節：市場のしくみとはたらき」では，

『市場経済は，どのようなしくみと機能をもつのだ
ろうか』をテーマに学習を進めます。そして，「４
節：金融のしくみと財政の役割」では，『金融や財
政のしくみは，私たちの暮らしにとってどのような
役割があるのだろうか』をテーマに学習を進めます。

　以上の四つの節の学習を通して，第４章全体では，
『私たちの暮らしにおいて，経済活動はどのような
意味があるのだろうか』について学んでいきます。
経済を動かす三つの主体が果たす役割と，それぞれ
の私たちの暮らしとの関わりを学習します。その際，
特に「分業と交換」とは経済においてどうあるべき
かを，学習を深めていく際の大事な視点として意識
していきましょう。それでは，経済の学習の始まり
です。

分業のもつ意味とは

「第４章　私たちの暮らしと経済」学習の見通し

第4章の学習の「見方・考え方」見 考

対立と合意  効率と公正
分業と交換  希少性

�上の漫
まん
画
が
のように給食の作り方が変わると，�

どのようなことが起こるでしょうか。�
長所と短所の両面から考えられることがないか，�
思ったことをあげてみましょう。

物々交換の長所と
短所って，それぞ
れ何があるかな。

　かつて自給自足の生活を営んでいた
人々は，その後，物々交換という手段に
よって，生活に必要なものを手に入れる
ようになったと考えられています。物々
交換では，等しい価値をもつ品物をお互
いに交換（等価交換）しましたが，いつも
欲しいものどうしを必要な量だけ交換で
きるわけではありませんでした。そこで，
より円

えん
滑
かつ

に交換ができるように，ものの
代わりにその価値を表す尺度として貨

か
幣
へい

，
つまりお金が登場し，交換の基準として
使われるようになります。
　経済は，さまざまなものが交換される
ことによって成り立っています。もの，
労働力，お金など，それぞれのもつ価値
が世の中をめぐるなかで，私たちの生活
も成り立っています。

家　計

企　業 政　府

  経済の三つの主体と循環   日本で世の中に出回っている 
紙幣の量　

合計すると106.７兆円になります。一万
円札で積み上げると，富

ふ
士
じ

山
さん

の約438
倍の高さになります。（2017年末現在）

ものを交換すること

市内の給食センターで，
すべての学校の給食を
作っているんだね。

もしも一人で全部の
作業を行ったら，
どうなってしまうんだろう。

S 市では，市内の学校の給⾷を，給⾷センターで作っています。

もしもすべての給食を一人で作ったら第4章の学習のはじめに

8382 ◦第３章　私たちの暮らしと民主政治

��議会の傍聴の案内（徳
とく

島
しま

県議会ウェブサイト） 
都道府県や市区町村のウェブサイトには，さまざまな情報が載っています。

��開
かい

催
さい

された市議会（愛
あい

知
ち

県名
な

古
ご

屋
や

市）

1   事前に整理券が配布される場合もあります。時間を厳守して，
礼
れい

儀
ぎ

を守りましょう。

 個人個人で感想文を作成する。
 グループで，発表用のソフトやホワイトボー
ド，模

も
造
ぞう

紙
し

などに，掲
けい

示
じ

資料を作成する。
 グループごとに発表方法を工夫して，プレゼ
ンテーションを行う。
 自分たちで「手作り広報紙」を作成し，家庭や
地域，傍聴した議会のある自治体に配布する。

傍聴しただけで終わらずに，傍聴した内容についてまとめて，
学んだことを確認しましょう。

2   事前の連絡で，傍聴や議場の見学を受け付けができた場合，案
内の人がついてきてくれることがあります。案内の人の話をよ
く聞いて，しっかりとメモを取るようにしましょう。

3   議会が始まったら，進行の邪
じゃ

魔
ま

にならないよう，注意事項をよ
く守って傍聴しましょう。

4   傍聴が終わった後に，事務局の方との質疑応答の時間がある場
合は，丁

てい
寧
ねい

に質問をし，終わったら忘れずにお礼を言いましょう。

　自分たちの力で自分たちの社会をつくり，そしてそ
れをよりよいものに変えていくという民主主義の精神
は，暮らしに密着した身近な地域の政治のなかでこそ，
育てられやすい面があります。よりよい社会を築いて
いくためには，政治の役割も大きいですが，そのため
には私たち自身がどれだけ問題意識をもち，政治に参
加する意欲をもてるかということも重要です。
　各地域の自治体の議会の多くは，誰

だれ

でも傍聴するこ

とが可能です。また，近年ではインターネットなどで
議会の様子を配信している自治体も増えています。身
近な地域の議会では，実際にどのようなことがどのよ
うに話し合われているのでしょうか。議会を傍聴して，
自分たちの毎日の暮らしと政治との関わりを見直して
みることは，とても大事な機会です。私たちが民主主
義のあるべき姿を考え，とらえていくきっかけの一つ
になるでしょう。

　第３章は三つの節で構成されています。「１節： 
民主政治と日本の政治」では，『民主政治がよりよ
く運営されるためには，どのようなことが必要だろ
うか』をテーマに学習を進めます。「２節：三権分
立のしくみと私たちの政治参加」では，『なぜ，三
権分立のしくみが取り入れられ，私たち国民の参加
も考えられているのだろうか』をテーマに学習を進
めます。「３節：地方自治と住民の参加」では，『私
たちの暮らしに，地方自治はどのように関わってい
るのだろうか』をテーマに学習を進めます。

　以上の三つの節の学習を通して，第３章全体では，
『日本国憲法に基づいて行われているわが国の政治
は，どのようなしくみとはたらきをしているのだろ
うか』について学んでいきます。その際，特に「民
主主義」とはどうあるべきかを，学習を深めていく
際の大事な視点として意識していきましょう。それ
では，民主政治の学習の始まりです。

傍聴に行こう

傍聴に行ったことをまとめよう

民主主義と身近な地域の自治

1   グループをつくって，自分たちの住む地域の自治体の議
会について調べよう。
手がかり…地域の広報誌，自治体のウェブサイト

2   都道府県議会か市区町村議会か，傍聴したい議会を話し
合って決めよう。

3   傍聴希望先に問い合わせの電話をしよう。まずは傍聴の
条件を確

かく
認
にん

して，改めて申し込もう。
4   時間，人数などの条件が合う議会の日程を調整し，グル

ープごとに代表者が，正式な申し込みをしよう。
5   傍聴に際しての注意事項や当日の議事の内容を，事前に

資料やウェブサイトの情報を見て確認しよう。議会の事
務局の方への質問ができる場合に備えて，質問事項も用
意しておこう。

議会傍
ぼ う

聴
ちょう

の準備をしよう

事前に情報を
調べたりするのに，
とても役に立つね。

たくさんの人が
傍聴して
いるんだね。

「第３章　私たちの暮らしと民主政治」

市議会を見学したあおいさんの感想

いろいろなまとめ方

学習の見通し

　私は，初めて市議会を傍聴しました。市役所の中
にこんな場所があるなんて知らなかったので，とて
も驚きました。テレビで国会の様子を見たことはあ
りますが，市議会でもいろいろなことが話し合われ
ているということがわかりました。すぐ近所の宅地
開発の話など，身近な地域の議題もあって，考えさ
せられました。ときどき新聞に「市議会だより」と
いうのが入っているので，これからはもう少しきち
んと読んでみようと思います。機会があったら，県
議会や国会の傍聴にも行ってみたいです。

第３章の学習の「見方・考え方」見 考

対立と合意�� 効率と公正
個人の尊重と法の支配�� 民主主義

住民の声をきっかけに，
今度，新しい保育園が
できることになったそうだよ。

暮らしやすい町に
なるのは，
とても良いことだね。

身近な地域の課題や
その解決って，実際どんなふうに
話し合われているんだろうね。

直接，議会を見に
行ってみようよ。

私たちの暮らしと地域の政治との関わりを，直接聞いて確かめてみよう。

地方議会ウォッチングに行こう第３章の学習のはじめに

3938 ◦第２章　個人を尊重する日本国憲法

こ じん そんちょう

②①

③

⑤

④

⑥

よく覚えて
いましたね。

確かに，その三つは，
憲法の基本的な考え方を示す，
とても重要なものです。

でも，日本国憲法の土台には，
その三つの基本原理に通じる，
大切な考え方（価値観）が
　あるんです。

あたりまえにあるものほど，
その大切さに気がつきにくい
ものです。

基本原理に通じる
大切なことって，
なんだろう。

日本国憲法は，
小学６年生の時
にも習ったよね。

「国民主権」，「基本的人権の尊重」，「平和主義」。
この三つが，日本国憲法でとても重要な
基本原理だと習いました。

世の中にある
ルール（法）の中で，
最も大切なんだよね。

「個人を尊重する」… つまり，
「一人一人を大切にする」
ということですか？
わざわざ憲法で定めなくても，
それが大事なことくらい，
 みんなわかる気が
　 するけれど。

「個人の尊重」の大切さを
理解するには，逆に
「個人が尊重されない社会」を
想像してみるのも，
よいかもしれませんね。

第２章では，
日本国憲法について
学習します。

答えは，日本国憲法 13 条に
定められている「個人の尊重」
という考え方です。
どんな意味だと思いますが？

こ じん そんちょう

chyukoup038_190306.ai

　歴史の授業で学習したように，「憲法」の起源は17
～18世紀の欧米で起こった「市民革命」にみられま
す。これは，市民が王の専制政治に反対し，市民中心
の政治を行うために立ち上がり，王の政治権力を奪

うば

っ
たできごとです。その際，王の行動を制限し，市民の
権利を守るためのいくつかのきまりが定められました。
これらのきまりは，「国民一人一人を，かけがえのな

い存在としてみる（個人の尊重）」という価値観の下
もと

に
つくられました。この価値観は日本国憲法にも受け継
がれ，今日に至ります。このような歴史をふまえなが
ら，日本国憲法を学び，考えることで「個人の尊重」
の大切さや「法の支配」のあるべき姿といった現代の
社会を読み解く視点（＝現代社会の見方・考え方）を身
につけることができるのです。

　第2章は三つの節で構成されています。「1節： 
日本国憲法の成り立ちと国民主権」では，『日本国
憲法はどのようにして生まれ，私たちの生活にどの
ような役割を果たしているのだろうか』をテーマに
学習を進めます。「2節：憲法が保障する基本的人
権」では，『私たちは，どのように基本的人権を守って
生きていけばよいのだろうか』をテーマに学習を進
めます。「3節：私たちと平和主義」では，『私たち
は，日本の平和主義の意義をどのようにとらえれば
よいのだろうか』をテーマに学習を進めます。

　以上の三つの節の学習を通して，第2章全体では，
『なぜ，“個人を尊重する”ことが大切にされるよう
になったのだろうか』について考えを深めていきま
す。その際，特に「個人の尊重」と「法の支配」を，
学習を深めていく大事な視点として意識していきま
しょう。それでは，憲法の学習の始まりです。

日本国憲法と個人の尊重

「第2章　個人を尊重する日本国憲法」学習の見通し

第2章の学習の「見方・考え方」見 考

対立と合意  効率と公正
個人の尊重  法の支配  民主主義

左のページの漫
ま ん

画
が

を読んで，以下の問いについて考えよう。

先生が言っている「個人が尊重されない社会
（一人一人が大切にされない社会，一人一人
の利益よりも全体の利益の方が重視される
社会）」では，どのような問題が起こるか，そ
れはなぜ起こるのか，具体例をあげながら考
えよう。

1

❶であげた内容について，グループで意見を
交
こう
換
かん
し合い，グループの代表意見（起こると

考えられる問題と，その理由）を決めよう。

2

❷の内容をクラスで発表し合い，各グループ
の代表意見の中で最も心に残った意見を一
つ選び，その意見についての感想を書いてみ
よう。また，その問題を防ぐためには，どのよ
うなルールやしくみが必要か，考えてみよう。

3

問題の例：

代表する意見：

その理由：

その理由：

第２章の日本国憲法の学習に入る前に，先生と話をしました。

日本国憲法の最も大切な考え方とはなんだろう第2章の学習のはじめに

◀︎ p.19

▲ p.18下
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▲ p.193

▲ p.57
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　東京都大
おお

田
た

区の中小企
き

業
ぎょう

10社と岐
ぎ

阜
ふ

県の車い
すメーカーが，車いすバスケットボール用の車い
すを製作しました。2020年東京オリンピック・
パラリンピック大会の開

かい

催
さい

もあって，大田区内の
ものづくりの技術を生かそうという試みです。「キ
ャスター（車輪）」と，金属フレームをつなぐ「ク
ランプ」の部分を開発し，軽量化と操

そう

作
さ

性，強度
の向上に成功しました。新しい車いすは，激しい
競技のなかでも選手から高い評価を得ています。

0 50 100％

99.1%

68.6 31.4

48.3 51.7

事業所数
367999

従業者数
792万人

製造品出荷額
304兆9991億円

299人以下の
事業所

300人以上の
事業所

0.9

かしゅっ

　山内奏人さんは，中学生のころにいくつかのベンチャー企
き

業
ぎょう

に携わっ
た経験を生かし，高校生になった2016年に，友人と自分の会社を立ち
上げてそのCEO（最高経営責任者）に就任しました。そして，消費者と
企業を結びつけるアプリの開発に成功しました。このアプリのしくみは，
買い物の際にもらうレシートの購

こう

入
にゅう

記録を買い取り，それを必要とする
企業に販

はん

売
ばい

することで利益を得るというものです。

高校生のCEO

　小学生のころか
らプログラミング
に興味をもち，独
学で勉強を続けて
きたという山内さ
ん。さらに大きな
目標に向けて，会
社とともに，成長
を続けています。

0 20 40 60 80 100％

総事業所数
569万か所

株式会社
51.6

個人企業
37.2

国営，地方公営
2.6％ その他の会社など 8.6

（
該
当
な
し
）

都
市
交
通
／
都
市
ガ
ス
　な
ど

造
幣
局
／
国
立
印
刷
局
／

国
立
科
学
博
物
館
　な
ど

国
営
企
業

地
方
公
営
企
業

独
立
行
政
法
人
等

共
同
企
業

個
人
企
業

公企業 私企業

株
式
会
社
／
合
名
会
社
／
合
資
会
社
／

合
同
会
社
／
＊
有
限
会
社

農
業
協
同
組
合
／
漁
業
協
同
組
合
／

生
活
協
同
組
合
　な
ど

会
社

企
業

組
合

企
業

農
家
／
個
人
商
店
　な
ど

公
私
合
同
企
業

Ｎ
Ｔ
Ｔ
／
Ｊ
Ｔ
／
日
本
赤
十
字
社
　

な
ど

ぞ
う
へ
い

4  種類別の企業数（事業所数）の割合

私企業と公企業のそれぞれの特
徴を書き出して比べよう。

大企業と中小企業には，運営の
仕方にどのような違いがあるか，

自分の言葉で説明しよう。見 考

表現

確認

1 ICTの分野などで高度な知識や技術を
使い，起業して新たな事業に取り組む企業の
ことをベンチャー企業といい，そうした事業
をベンチャービジネスといいます。

2   大田区の企業が開発した 
キャスター（左）とクランプ（右）

1   共同で製作した車いす 
バスケットボール用の車いす

5   製造業における中小企業と大企業の割合 （2017年 経済産業省）

注射針で血液を採取することなく，体にこの機器をつ
けるだけで，血液中の脂

し

質
しつ

の検査が行えます。体へ
の負担が小さく，多くの医療機関などから注目されて
います。

6      日本の企業が開発した世界初の医
い

療
りょう

機器
（2018年 北

ほっ
海
かい

道
どう

札
さっ

幌
ぽろ

市）

3  日本の企業の種類（2019年１月現在）

＊有限会社；存続のみで新設は不可。

（2014年 総務省）

山や
ま

内う
ち

奏そ
う

人と

さ
ん製造業の場合，従業員が300人以下，または資本金が3億円以下の企

業は，中小企業と定められています。中小企業以外の企業は，大企業と
みなされます。

中小企業には，どのような特徴がみられるだろうか。Q

ひとくちに企業といっても，その目的や理念によ

って，さまざまな種類があります。

　企業は，私企業と公企業に大きく分かれます。私企業は，個人や

民間団体によって作られる企業で，利益を上げることを目的に営ま

れています。私企業は，資本主義経済の中心的な役割を果たします。

　私企業にはまず，飲食店などに多い個人企業があります。会社の

ような組織ではありませんが，作家や漫
まん

画
が

家，芸術家や個人の開業

医や商店主など，個人企業を営む人はけっして少なくありません。

一方，私企業の中で，最も多いのが会社企業です。会社企業には，

合名会社，合資会社，合同会社など，比較的小規模の会社に適した

ものもあれば，株式会社のように，規模を大きくしやすいものもあ

ります。

　また，生活協同組合などの組合企業も，私企業の一種です。しか

し，その目的や理念は必ずしも利益の追求ではなく，組合員の相互

扶
ふ

助
じょ

を目的に営まれています。

公企業は，国や地方自治体が資金を出して作り，

運営する企業です。公企業には，造
ぞう

幣
へい

局や国立科

学博物館などの独立行政法人や，地方自治体が運営する公営住宅，

3

4

企
き

業
ぎょう

の
さまざまな種類

公企業の役割とは

関連 小学校  大工場と中小工場／ 地理  日本の地域構成 SDGs 8 経済成長と雇用

県立・市立病院などがあります。これらの事業は公共性が高く，低

価格で安定したサービス提供が望ましいため，利益の追求を目的と

せず，社会全体のために運営されています。私たちは，私企業と公

企業の役割の違いを，よく理解する必要があります。

企業は，その大きさにおいても大きな違いがあり

ます。何万人もの労働者を雇
こ

用
よう

する大企業は，製

造業や流通業，金
きん

融
ゆう

業などに多くみられます。大企業は，豊かな資

金を背景に大量生産や大量販
はん

売
ばい

を行い，大きな利益を上げています。

　一方で，日本には，少人数の小さな規模で営まれる中小企業も数

多くあります。中小企業は，製造業，建設業，卸
おろし

売
うり

業などに多くみ

られます。製造業における中小企業は，大企業の下
した

請
う

けとして工業

製品の部品などを作り，日本経済の基礎を支えてきました。また，

世界的に評価されてきた日本の技術も，その多くは中小企業が生み

出したものです。中小企業の中には，資金的な余
よ

裕
ゆう

に乏
とぼ

しく，後
こう

継
けい

者
しゃ

不足などの難しい問題を抱えている企業も少なくありませんが，

その多くは地域経済を支え，地域文化をになう存在でもあるのです。

　近年では，少子高
こう

齢
れい

化が進む中，医
い

療
りょう

や介
かい

護
ご

をになう中小企業や

NPOが増えています。中小企業には，私たちが生きる今の社会の

姿が，映し出されているといえるかもしれません。

1 2

5

1

6

大企業と
中小企業

ほかにも
どんな企業があるのかな。

p.140

p.137

p.103

p.121

p.258

さまざまな企
き

業
ぎょう

  ▶企業の種類と株式会社2
企業には，どのような種類や違いがあるのでしょうか。学習課題

5150

5

10

15

5

10

15

20

◦第 2 章　個人を尊重する日本国憲法 ３.平和１.憲法 ２.人権

　ニュージーランドのジャシンダ・アーダーン首相は, 2018年に
ニューヨークで開かれた国連総会に，生後３か月の長女といっしょ
に出席しました。国連に乳幼児と出席するのは初めての例でしたが，
国連は入場のための身分証を長女にも発行するなど，働く女性リー
ダーの「子ども連れ出席」を好意的に受け入れました。

13.2

32.9

日本

フランス

アメリカ

ドイツ 29.3

0 50 7525 100％

43.4%

●障がいがある人の障がいの特性に応じて，座席を決める。
●段差がある場合に，スロープなどを使って補助する。
●必要な情報を伝えるために絵や写真を使う。
●入学試験の際，別室受験，時間延長，読み上げ機能の使用
　などの措置を提供する。

●障がいがあることを理由に，入店や窓口の対応を拒否する。
●障がいがある人本人に話しかけないで，
　付き添いの人に話しかける。
●学校の受験や入学を拒否する。
●障がいがある人向けの賃貸住宅はないと言って対応しない。

不当な差別的取扱いの例

合理的配慮の例

きょ ひ

そ

えんちょう

そ ち

14年10 11 12 13090807060504032002

100
％
80

60

40

20
0

86.6％

男性
2.3

女性

女性の社会進出を進めるための，
より積極的な取り組みとは何か，

教科書中からあげてみよう。

障がいのある人に合理的配慮を
することが，なぜ「平等」を意

味するのか，自分の言葉で説明しよう。
見 考

表現

確認

2 2008年に，国連で発効した障害者権利
条約を批

ひ

准
じゅん

するために制定されました。

2  男女の育児休
きゅう

暇
か

取得率の推移

1   国連の会議に子どもと参加する， 
ニュージーランドのアーダーン首相（写真中央・2018年）

女性

男女計
男性

40
万円
35

30

25

20

15

10

5
0

17年1510052000959085807570651964

1 ポジティブ・アクションまたはアファー
マティブ・アクションと呼ばれるもので，日
本では主に，働く場での男女の格差解消を目
ざした企業の自主的な取り組みのことをいい
ます。女性の採用を増やしたり，研修の機会
を充実させたり，女性の管理職を増やしたり
するなどの取り組みがあります。

4   主な国の会社の管理職に占める女性の割合

合理的配慮とは，障がいのある人から役所や事業所に対して，バリアを取り除くためになんら
かの対応を必要としているという意思が伝えられた時に，負担が重すぎない程度に対応するこ
とをいいます。

5   不当な差別的取
とり

扱
あつか

いと合理的配
はい

慮
りょ

　マセソン美季さんは，大学１年生の時に不
ふ

慮
りょ

の事故にあい，車いすでの生活が始まりま
した。その後，1998年の長

なが

野
の

パラリンピッ
クに，アイススレッジ（氷上そり）スピードレ
ースの日本代表として出場し，金３個，銀１
個のメダルを獲

かく

得
とく

して，日本のパラリンピア
ンの先駆者となりました。引退後は，パラリ
ンピックの普

ふ

及
きゅう

に努めています。

パラリンピアンの先
せん

駆
く

者
しゃ

写真を見て，気づいたことをあげてみよう。Q
6  視覚障がい者誘

ゆう

導
どう

用ブロック（点字ブロック）

（2017年 新
にい

潟
がた

県小
お

千
ぢ

谷
や

市）

パラリンピックの競技について
小学校で説明するマセソン美

み

季
き

さん

3   男女の平均賃金の推移

　（2017年 厚生労働省）
※ 1975年以前は民営及び国・公営の事業所の集計，1976年以

降は民営の事業所の集計。

（2018年 内閣府）

（厚生労働省）

※2011年の比率は，岩
いわ

手
て

県，宮
みや

城
ぎ

県，福
ふく

島
しま

県を除く全国の結果。

第二次世界大戦前の日本では，女性は選挙に参加

できず，教育を受ける機会も制約されるなど，性

別に基づく法的差別を受けていました。そこで，日本国憲法は，法

の下
もと

の平等（第14条）だけでなく，両性の本質的平等（第24条）を

規定しました。これを受けて民法や刑法が改正され，女性に対する

法的な差別は大幅に解消されました。しかし，「男性は仕事，女性

は家事・育児」という考え方が根強く存在してきたこともあって，

社会における活
かつ

躍
やく

という点では，男女間に違いがあります。諸外国

と比べ，賃金の格差や，国会議員・裁判官・会社の管理職・大学教

授などに占める女性の割合が低いことなどが指
し

摘
てき

されています。

1979年に，国連で女子差別撤
てっ

廃
ぱい

条約が採
さい

択
たく

され

たことを受けて，政府は，1985年に男女雇
こ

用
よう

機

会均等法を制定しました。その結果，例えば採用において「男性の

み」という募
ぼ

集
しゅう

を行うことを禁止するなど，雇用の場面における男

女差別を禁止しました。その後の改正によって，職場内の配置，昇
しょう

進
しん

，採用などの面での男女差別が禁止されました。また，事業主に

対して，セクシュアル・ハラスメント防止を義務づけました。1999

年には，家庭，地域，政治など，社会のあらゆる場面で男女が責任

1 2

3 4

男女の平等

男女共同参画

関連 小学校  基本的人権の尊重（６年） SDGs 5 ジェンダー／ 8 経済成長と雇用／ 10 不平等

をもって対等に役割をになうことを定めた，男女共同参画社会基本法

が制定されました。さらに，2015年には女性活躍推
すい

進
しん

法が，

2018年には，政治分野の男女共同参画推進法が制定され，女性の

職業や政治分野におけるいっそうの活躍を図っています。一方で，

女性の社会進出がなかなか進まない現状から，より積極的な差別の

是
ぜ

正
せい

措
そ

置
ち

が必要だという声もあります。

心身に障がいのある人々にとって，自由に外出で

きなかったり，施
し

設
せつ

が使えなかったり，サービス

が受けられなかったりするようなことがあれば，深刻な問題です。

こうした不自由さは，障がいのない人々からみると，なかなか気が

つきにくいものです。そこで，1993年に制定された障害者基本法

に基づき，視覚障がい者誘
ゆう

導
どう

用ブロックを備えた道路の整備や，車

いす利用者に配
はい

慮
りょ

した公共施設のバリアフリー化など，障がいのあ

る人の側に立って多くの施設の改善が図られてきました。さらに，

2013年に制定された障害者差別解消法では，障がいのある人への

不当な差別的取
とり

扱
あつか

いを禁止すると同時に，「合理的配慮」という考

え方を導入しました。障がいによって分け隔
へだ

てをしない共生社会の

実現に向けて，障がいを理由とする差別の解消を目ざしています。

　さまざまな差別をなくすためには，過去の反省をふまえて，私た

ち自身が社会に残る差別や偏
へん

見
けん

に気づき，考えることが大切です。

そのためにも，政府が差別解消に向けた対策をとることが重要です。

1

6

2

5

障がいのある人と
ともに

男性と女性の
働き方には，
違いがあるのかな。

p.252

p.176

p.176

p.248

p.247

p.247

p.256

p.239

p.248

ともに生きる社会の実現へ  ▶平等権②3
さまざまな違いをもった人々が活

かつ

躍
やく

できる社会は，どのように実現できるでしょうか。学習課題

5756

5

10

15

5
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◦第２章　個人を尊重する日本国憲法 ３.平和１.憲法 ２.人権

　DNA鑑
かん

定
てい
（細胞の遺

い
伝
でん

子
し

による個人の識別）やGPS（人工衛星による位
置情報の把

は
握
あく

）など，新たな科学・技術の進歩（←ｐ.20）は，警察の捜査
にも変化をもたらしています。正確な捜査をすばやく行うために，こうし

捜
そ う

査
さ

技術の進歩と人権公民の窓

　他人の生命（生きる権利）を奪った罪などに対する最も重い刑
けい

罰
ばつ

として，日
本では「死刑」の制度があります。一方で，憲法第36条で禁止された残

ざん
虐
ぎゃく

な刑罰に当たるのではないかという議論や，国際社会では死刑を廃
はい

止
し

する国
が増えていることもあり，死刑制度を廃止すべきか存続すべきか，さまざま
な意見があります。

死刑制度について考えよう

公民の

死刑も
やむを得ない

80.3％

わからない・
一概に言えない
10.0
死刑は
廃止すべき
である
9.7

死刑制度に反対 死刑制度に賛成
●裁判に誤りがあった場

合，取り返しがつかない。
●罪のつぐないをさせた

ほうがよい。
●国家であっても人を殺

すことは許されない。
●死刑には犯罪を抑止す

る効果はない。

●被害者や家族の気持ち
がおさまらない。

●凶悪な犯罪は命をもっ
てつぐなうべき。

●また同じような犯罪を
犯す可能性がある。

●死刑を廃止すれば，凶
悪な犯罪が増える。

よく  し

　捜
そう

査
さ

段階における被
ひ

疑
ぎ

者
しゃ

の取り調べの状況を録画し，当事者以外
の関係者にも内容が分かるようにする「取り調べの可視化」が，一
部の事件について全過程で行われるようになっています。

120
か国
100

80

60

40

20

0
17年1020009080701960

死刑制度を廃止した国
オーストラリア，カンボ
ジア，カナダ，フランス，
ドイツ，南アフリカ，イ
ギリスなど106か国

死刑制度を
存続している国
日本，中国，インド，
イラン，北朝鮮，
シンガポール，ア
メリカなど56か国

1 資料を参考に，死刑制度に賛成か反対か，理由と
ともに自分の意見をまとめよう。
2 クラスやグループで，お互いの意見を交

こう

換
かん

し合っ
てみよう。
3 意見交換の後，最終的な自分の考えを整理してま
とめよう。

死刑制度を廃止した国の数の推移

た技術は重要です。しかしもしも警察が，
ある人が犯罪に関係しているかもしれない
と考えただけで，その人やその人の知人の
車に，同意を得ずにGPSの装置を取り付
けてしまったらどうでしょうか。2017年
に最高裁判所は，そうした場合には裁判所
の令状が必要だとする判決を下しました。 GPSのしくみ（イメージ）

可視化件数 全過程の可視化件数

2017年度2016201520142013

3500
件

2500

1500

500

3000

2000

1000

0

2  取り調べの可視化件数の推移

日本国憲法では，どのような反
省から身体の自由を保障したの

だろうか。

自由な経済活動が行き過ぎると，
どのような問題が起こるだろう

か，考えよう。見 考

表現

確認

拷
ごう

問
もん

◆

自白や情報をとるために，身体的・精神的苦
痛を与えること。

無実であるのに，犯罪者として扱われることを冤
えん

罪
ざい

といいます。免田栄さんは，殺人事件の犯人として
死刑の判決を受けましたが，裁判がやり直され，無
罪が証明されました。約35年ぶりに釈

しゃく

放
ほう

されたと
き，「自由社会に帰ってきました」と免田さんは話
しました。その後は，死刑制度の廃

はい

止
し

を訴えるさま
ざまな活動を，国内外で続けてきました。

3  免
めん

田
だ

栄
さかえ

さんの無罪を伝える新聞（1983年）

左奥の検察官の後ろにカメラが設置され，机の上には小型マイクが置か
れます。録画状

じょう

況
きょう

は，検察事務官のパソコンの画面に映し出されます。

1  可
か

視
し

化
か

される取り調べ（模
も

擬
ぎ

取調室）

◦インターネット上での医薬品の販
はん

売
ばい

判例ファイル

　一般用の医薬品は，薬剤師が対面で販
売することなどが必要とされ，インター
ネット上での医薬品販売は，大幅に規制
されていました。しかし，インターネッ
トが広く利用され，インターネットでの
購
こう

入
にゅう

が便利であること，対面販売より劣
るような事実もないことなどから，販売
業者が薬事法の規則は無効だとする訴

そ
訟
しょう

を起こしました。
　2013年に最高裁判所は，憲法第22
条が保障する経済活動の自由を重視する
立場から，インターネット販売を一律に
禁止する点で，規則は無効だと判断しま
した。その後，薬事法が改正されて，医
薬品のインターネット販売規制は，ほと
んどが廃止となりました。

一般用の医薬品をインターネットで買う
ことの，長所と短所をそれぞれあげてみよう。
Q

（2018年 警察庁） （2018年 アムネスティ・インターナショナル）

（2014年 内閣府）

取り調べの
可視化によって，
何が変わる
のかな。

もしも私たちが理由もなく監
かん

禁
きん

されて，暴力や脅
きょう

迫
はく

を受け，やりたくないことでもやらされてしま

うようなことがあれば，私たちに自由があるとはいえません。ところ

が，第二次世界大戦前の日本では，令状によらない逮
たい

捕
ほ

・身体の拘
こう

束
そく

，拷
ごう

問
もん

などによる自白の強要が，実際に行われていました。そこ

で日本国憲法では，これらの反省から拷問を禁止すると同時に，犯

罪の捜
そう

査
さ

や刑
けい

事
じ

裁判において，身体の自由を徹
てっ

底
てい

的
てき

に保障しました。

　人は，法律で定める手続きによらなければ，刑
けい

罰
ばつ

を受けることは

ありません。警察によって逮捕される場合は，現行犯を除いては裁

判所が出す令状が必要です。また，被告人が弁護人を依
い

頼
らい

する権利，

取り調べや法
ほう

廷
てい

での不利益な供述を強制されない権利（黙
もく

秘
ひ

権），拷

問や脅迫による自白などは，裁判で証
しょう

拠
こ

とすることができないこと

などが保障されています。しかし，不当に取り調べが長引いて自由

の制限が問題になったり，いまだ冤
えん

罪
ざい

がなくならないことから，「取

り調べの可視化」の取り組みが進められています。

かつては，家
いえ

柄
がら

や身分によって，職業や住む所に

制限がありました。しかし近代市民革命の中で，

財産の保障を中心とした経済活動の自由が，国民の権利として獲
かく

得
とく

されました。日本国憲法は，職業選
せん

択
たく

の自由，財産権の不
ふ

可
か

侵
しん

，居

◆

3

1 2

身体の自由

経済活動の自由

関連 小学校  基本的人権の尊重（6年） SDGs 8 経済成長と雇用／ 16 平和

住・移転の自由によって，自由な経済活動を守っています。

　職業に就くことの意味は，生活のためにお金を得ることだけでは

ありません。さまざまな職業が存在することによって社会は発展し，

人々は働くことで，生きがいを感じる面もあります。そのため，職

業を選択する自由，そして選択した職業を実際に行う自由は，私た

ちにとって大切です。しかし，自由な経済活動は，他人の権利を侵

害することもあるので，規制が必要になる場合もあります。例えば，

一定の職業については資格が設けられたり，届
とどけ

出
で

が求められたりし

ます。また，財産権は，人々の経済活動や暮らしを支える重要な権

利ですが，ともに暮らす人々の生活環
かん

境
きょう

を考えて，土地の利用や建

築の規制が，国や地方自治体によって行われる場合もあります。

p.106

p.104

p.107

p.64

p.142

自由な社会のために  ▶自由権②5
身体の自由や職業の自由は，私たちにとってなぜ大切なのでしょうか。学習課題

1 ともに学ぶ力・深く学ぶ力を育む内容構成の工夫

「見方・考え方」を働かせた 
学びや資料の活用を支援する学習コーナー

公民学習における現代社会の「見方・考え方」を働かせた学びが，各章の学習内容と連動しなが
ら養えます。また，本時の学習を出発点とし，生徒の興味・関心が広がり，学習意欲が高まる各種
のコラムを設けました。

特色

3

公民の学習で働かせる「見方・考え方」　
各章で意識させたい大事な視点となる「見方・考え方」を，それぞれの導入ページで紹介しています。本時のなか
では，その「見方・考え方」を活用して考えさせたい問いかけに，「見×考マーク  」をつけています。さらに，
各章のまとめと表現のページでは，章全体の学習を振り返ってまとめ，章全体の問いについて考える際の視点に用
います。繰り返し活用することで，深い思考力を養えます。

公民の窓
　これまで私たちは，マスメディアによって選

せん
択
たく
され，一方的に発信される情報

を受け取ることがほとんどでした。しかし現在はインターネットの発達により，
より多くの情報を自ら検

けん
索
さく
して収集できるとともに，自分の意見や情報を広く発

信することも可能になりました。ソーシャル・ネットワーキング・サービス
（SNS）などを通じて人々が意見を交わし合うことで，より積極的に人々が政治に
参加する可能性が開かれています。

インターネットの発達と民主政治

 トランプ大統領とSNS
2017年に就任したアメリカのトランプ大統
領は，大統領選挙の際や就任後も，自ら
SNSを使った情報発信を積極的に行い，人々
や社会にさまざまな影

えい

響
きょう

を与えました。
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４.金融・財政１.家計 ２.企業 ３.市場

　季節や天候によって生産量が変わりやすい野菜は，取れすぎた場合，出荷量を安定
させるために調整が行われる場合があります。出荷の時期をずらしたり，加工用に販

はん

売
ばい

したりするなど，さまざまな対策がとられますが，それでも余ってしまった場合は
廃棄処分されることがあります。

　右のグラフでは，縦
たて

軸
じく

がりんご１個の価格，
横軸が取り引きされるりんごの個数を示して
います。グラフを見ながら，以下の問いに答
えてみましょう。
1 りんごが１個70円だったら，消費者はい
くつほしいと考えるだろうか。
2 そのとき八百屋さんは，価格が（高い・安
い）ので，たくさん（売りたい・売りたくない）
と思う。（＊どちらか一方に◯印をつけよう。）
3 その後，価格と売れる量はどのように動い
ていくだろうか。図から読み取ってみよう。

需
じ ゅ

要
よ う

と供給曲線について考えよう

0

70

150
円

〈りんごの個数〉

100

1000 1200個800

〈
価
格
〉

需要曲線 供給曲線

均衡価格
こうきん

売れ残りも品不足も出ない

100円のりんご
需要1000個＝供給1000個

売れ残り

150円のりんご
需要800個＜供給1200個
供給が多い

品不足

70円のりんご
需要1200個＞供給800個
需要が多い 

公民の
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消費者物価指数：
消費者が買う財やサービス

企業物価指数：企業間の取り引き
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生
産
者
価
格

卸
売
価
格

小
売
価
格

●原材料費　●労働者の賃金
●管理費（保管・輸送費など）
●販売費
●生産者の利益（利潤）　など

はんばい

り じゅん

生産者価格

卸売業者の経費と利益おろしうり

卸売価格

小売店の経費と利益こ うり

小売価格

3  洋服の価格の内訳

5  需要と供給と価格の関係

4  魚市場のせり（2018年 東京都江
こう

東
とう

区）

価格に対して，消費者が買いた
い量と，生産者が売りたい量を

それぞれなんというだろうか。

市場メカニズムがはたらいてい
ることによって，私たちの暮ら

しにはどのような影響があるか，本文を
読んで考えよう。見 考

表現

確認

2  キャベツの月別の入
にゅう

荷
か

量と平均価格

1  廃
はい

棄
き

処分されるキャベツ

1 均
き ん

衡
こ う

とは，「つり合い」が取れていると
いう意味です。需

じ ゅ

要
よ う

と供給が一
い っ

致
ち

して，ちょ
うどつり合いが取れているので，このように
よばれます。

6  物価指数の推移
物価とは，一つ一つの財やサービスの価格ではなく，
さまざまな商品の価格を総合して平均したものです。
例えば，物価が上がると，同じ価格で買える商品は
少なくなります。物価の変動は，毎日の暮らしに大
きな影

えい

響
きょう

を及ぼします。

（内閣府ほか）

（2014年 東京都中央卸売市場年報）

　需要曲線と供給曲線は，どこかで必ず交わります。この交わった

点の価格で取り引きが行われると，需要量（家計が買いたい量）と，

供給量（企業が売りたい量）が，ちょうど一
いっ

致
ち

します。この価格を均
きん

衡
こう

価格といいます。

では，実際に取り引きされる時の価格（市場価格）

は，必ず均衡価格になるのでしょうか。例えば，

価格が偶
ぐう

然
ぜん

，均衡価格より高くなった場合，企業はより多く売ろう

としますが，家計や消費者は「高い」と感じて買おうとしなくなり

ます。その結果，売れ残りが出てしまいます。売れ残りが出たこと

で，企業は価格が高すぎたことを知り，値下げを始めます。こうし

て価格は，均衡価格へもどっていきます。このように価格を均衡価

格へ導く働きを，市場メカニズムといい，市場を中心に営まれる経

済のことを市場経済といいます。

　価格を実際に決めるのは企業ですが，企業は好き勝手に価格を決

めているのではありません。企業は，市場メカニズムのはたらきに

導かれて，価格を決めています。その結果，大量の売れ残りや，品

不足を出さずに済んでいるのです。このように，生産の過不足を防

ぐ性質を，市場メカニズムの効率性といいます。適正な価格のもと

で，私たちの毎日の生活が成り立つためには，市場メカニズムのは

たらきがとても重要になります。

1

6

市場メカニズム

関連 小学校  買い物（３年）・食料生産（５年）

家計は，働いて得た賃金をもとに，生活に必要な

財やサービスを購入します。企
き

業
ぎょう

は，公企業など

をのぞいて，利益を求めて財やサービスを販
はん

売
ばい

します。財やサービ

スを売り買いするときには，それぞれに値段，つまり価格が必要に

なります。この価格とは，どのようにして決まるものでしょうか。

　品物を売りたい人と買いたい人が集まって，品物の価格や取
とり

引
ひき

量

を決める場所は，市
いち

場
ば

とよばれます。青果市場や魚市場などでは，

実際にこうした取り引きが行われていますが，一般の工業製品を扱

う市
いち

場
ば

はありません。しかし工業製品についても，やはり市
いち

場
ば

と同

じように価格や取引量を決めるはたらきがあるのです。

私たちは，商品の価格が高い時には，あまりたく

さん買おうとしませんが，安くなるとたくさん買

おうとします。これを縦
たて

軸
じく

が価格で，横軸が取引量を示すグラフで

表すと，右下がりのグラフになります。これを需要曲線といいます。

一方で企業は，価格が安い時は，たくさん売ろうとせず，価格が高

くなると，たくさん売ろうとするでしょう。これをグラフに表すと，

右上がりのグラフになります。これを供給曲線といいます。

3

1 2 4

5

価格と
そのはたらき

需
じ ゅ

要
よ う

と供給

せっかく
作ったのに，
どうして売る前に
処分するのかな。

p.130

p.137

ものの価格の決まり方  ▶市場メカニズム1
価格には，どのようなはたらきがあるのでしょうか。学習課題

市
場
の
し
く
み
と
は
た
ら
き

節
3

市
場
経
済
は
、

ど
の
よ
う
な
し
く
み
と
機
能
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。

特色 1  − 3  のポイント：見方・考え方／知識・技能／多面的・多角的な視点

「クリップ」
学習内容と関連する人々の姿や営みにスポットを当

てた，コラム全９編です。学んだことをよりいっそう身近
に感じ，具体的にとらえることができます。

「公民の技」
個人やグループでの活動を通じ
て，公民の学習で身につけさせ
たい技能や表現力など，まさに
“技”を磨くコーナーです。身に
つけたことが，社会のなかで活
用できるようになります。必要
な場面で無理なく全 10 編を設
けています。

「公民の窓」
生徒の興味・関心を喚起する，特色あ
るコラムです。本文内容からさらに一
歩進んで学びを掘り下げ，視点を変
えたり視野を広げたりできる内容で，
多面的・多角的な見方が身につきま
す。全38編で，本編を支えます。

公民の窓

▲ p.5 ▼ p.51

p.177 ▶︎

「Q」
資料への問いかけや活動を促す「Q」も随所に設け，
読み取りの視点が養えます。

◀︎ p.139

〈公民の窓・ラインナップ〉

good

6 7

good

▼ p.36上


